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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第１１９号 決算の認定について 障害・社会福祉課

（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

議案第１１９号 決算の認定について 高齢・介護福祉課

（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算）  

議案第１３１号 決算の認定について 

（平成２４年度薩摩川内市介護保険事業特別会計歳入歳出決算） 

議案第１１９号 決算の認定について 福 祉 課

（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

議案第１１９号 決算の認定について 子 育 て 支 援 課

（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算） 

───────────────────────────────────────── 
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   △開  会 

○委員長（江口是彦）ただいまから市民福祉委

員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により、障害・社会福祉課から審査を進め

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ありませんので、

そのように審査を進めます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長に

おいて、随時、許可してまいります。 

────────────── 

△障害・社会福祉課の審査 

○委員長（江口是彦）まず、障害・社会福祉課

の審査を行います。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について

（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（江口是彦）昨日、審査を一時中止し

ておりました議案第１１９号一般会計歳入歳出決

算を議題とします。 

それでは、障害・社会福祉課関係の決算の概要

について、部長の説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、障害・

社会福祉課の主要施策の成果につきまして、きの

うと同じく決算附属書に基づき、概要の御説明を

させていただきたいと思います。 

 まず、７１ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

 １の共に支え合う地域福祉社会の形成事業では、

災害時の人的災害を減らすために、災害時要援護

者避難支援計画に基づき個別支援計画を策定し、

支援関係者全体で情報の共有化を図るとともに、

地域福祉計画の着実な推進を図るため、地域福祉

委員会を開催し、進ちょく状況の点検、評価を行

ったところでございます。 

 ２の一般障害者自立支援事業では、重度障害者

及び障害児に対しまして、タクシー等の料金の一

部を助成し、開けていただきまして、７２ページ

でございますが、３の障害者（児）の自立支援事

業におきましては、施設入所支援給付、生活介護

給付等、各種自立支援給付を行ったところでござ

います。 

 詳細については、説明書に記載してあるとおり

でございますので、後ほどごらんいただければと

思っております。 

 次に、飛んで７４ページとなります。 

 ４の重度心身障害者医療費助成事業では、重度

の心身障害者の医療費の助成を行い、５の特別障

害者手当等給付事業では、在宅の重度障害者に対

し手当を支給し、福祉の増進を図ったところでご

ざいます。 

 ６の障害者の自立支援の充実では、障害者の社

会参加を促進するため、地域生活支援事業として

障害者相談支援事業、地域活動支援センター事業

等を実施したところでございます。 

 開けて７６ページでございますが、７の障害児

の発達支援では、心身に障害のある児童を対象に、

児童発達支援センター事業及び放課後等デイサー

ビス事業等を実施し、８の小児慢性特定疾患児の

日常生活用具給付の支援では、小児慢性特定疾患

児に対しまして、日常生活用具を給付し、児童の

福祉増進を図ったところでございます。 

 ９の隣保館の管理運営では、隣保館において各

種教養講座を延べ６８８回開催しております。 

 次に、７７ページの１０の災害援護対策では、

災害救助法の適用に至らない火災による罹災者に

対しまして、応急的な、必要な支援を行ったとこ

ろでございます。 

 以上、障害・社会福祉課の主要施策の成果につ

きまして、概要の説明を終わりますが、決算の詳

細につきましては、引き続き、障害・社会福祉課

長が御説明させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、障害・社会福祉課分について当局の

補足説明を求めます。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）障害・

福祉課です。それでは、一般会計歳出について御

説明いたします。 

 決算書の１２９ページをお開きください。 

 ３款１項１目社会福祉総務費のうち、本課分の

支出済額は４億３４１万３，４１７円です。 

 備考欄をごらんください。 

 支出の主なものは、社会福祉管理運営費では、

社会福祉事務嘱託員等報酬、職員２６人分の給与
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 １４款１項２目民生使用料のうち障害・社会福

祉課分につきましては、サン・アビリティーズ川

内使用料及びつくし園利用料等でございます。 

費、社会福祉協議会運営補助金等でございます。 

 社会福祉施設管理費では、下甑手打へき地保健

福祉館の浄化槽維持管理業務委託料等でございま

す。  次に、３７ページをお開きください。 

 １５款１項１目民生費負担金、１節社会福祉費

負担金は、障害者自立支援給付費等負担金、医療

費負担金等です。負担率は、いずれも２分の１と

なっております。 

 次に、１３１ページ、３款１項２目身体障害者

等福祉費の支出済額は、２５億１，６１４万

８，８０１円です。 

 備考欄をごらんください。 

 また、次のページ、３節児童福祉費負担金は、

児童発達支援センター給付費負担金です。負担率

は２分の１です。 

 支出の主なものは、一般障害者自立支援事業費

では、障害福祉相談員など嘱託員報酬、職員７人

分の給与費、サン・アビリティーズ川内の指定管

理料等でございます。  次に、４１ページをお開きください。 

 １５款２項２目民生費補助金、１節社会福祉費

補助金は、障害者自立支援事業費等補助金です。

補助率は２分の１となっています。 

 障害者（児）自立支援事業費以下の事項につき

ましては、先ほど部長が説明したとおりでござい

ます。 

 次に、４７ページをお開きください。  同目の不用額について御説明いたします。 

 １５款３項２目民生費委託金、１節社会福祉費

委託金は、特別児童扶養手当事務委託金です。 

 ２０節扶助費は、障害者自立支援事業費、重度

心身障害者医療費助成事業費の執行残が主なもの

でございます。  同じく、４７ページ、１６款１項１目民生費負

担金、１節社会福祉費負担金は、障害者自立支援

給付費等負担金、医療費負担金等です。県負担率

は、いずれも４分の１となっています。 

 次に、１３３ページをお開きください。 

 ３款１項３目地方改善対策費の支出済額は、

３，５１４万９，０９１円です。 

 同じく、３節児童福祉費負担金は、児童発達支

援センター給付費負担金です。県負担率は４分の

１です。 

 備考欄をごらんください。 

 隣保館長等の報酬、職員給与費１人分が主なも

のでございます。 

 次に、５１ページをお開きください。  次に、１４７ページをお開きください。 

 １６款２項２目民生費補助金、１節社会福祉費

補助金は、重度心身障害者医療費助成事業費補助

金、補助率は２分の１です。障害者自立支援事業

費等補助金、補助率は４分の１等となっています。 

 ３款５項１目災害救助費の支出済額は、８６万

９，６３０円です。 

 備考欄をごらんください。 

 火災による災害見舞金が主なものでございます。 

 次に、６１ページをお開きください。  同目の不用額について御説明いたします。 

 １６款３項２目民生費委託金、１節社会福祉費

委託金は、社会福祉統計調査費委託金等です。 

 １４節使用料及び賃借料は被災者用住宅借上料

の、２０節扶助費は災害弔慰金等の執行残でござ

います。  次に、６５ページ、１７款１項１目財産貸付収

入、１節土地建物貸付収入は、備考欄６行目、若

あゆ作業所貸地料です。 

 次に、一般会計の歳入について主なものを御説

明いたします。 

 次に、６７ページ、２目利子及び配当金、１節

利子及び配当金は、備考欄中ほどにあります罹災

救助基金利子収入です。 

 １９ページをお開きください。 

 １３款２項１目民生費負担金、１節社会福祉費

負担金の収入未済額３０万６，０００円は、心身

障害者扶養共済掛金の滞納分でございます。  次に、７１ページ、１９款１項３目罹災救助基

金繰入金、１節罹災救助基金繰入金は、災害救助

費として、市の災害罹災者援護措置要綱に基づく

救助を行うため必要経費分を取り崩し、繰り入れ

たものでございます。 

 備考欄の主なものは、児童発達支援センター給

付費、さつま町の負担金等でございます。 

 次に、２１ページをお開きください。 

 備考欄をごらんください。 
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 次に、７５ページをお開きください。 

 ２１款３項１目貸付金元利収入、７節地震災害

援護資金貸付金元金収入は、滞納者１６人のうち

１３人分の償還金です。うち１人は２４年度に完

納し、現在、滞納者は１５人となっております。

収入未済額は、４４８万７，０００円です。 

 同じく、３６節県北部豪雨災害援護資金貸付金

元利収入は、納入義務者１名の償還金です。 

 次に、８１ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入については、備考欄の下の

ほうになりますが、重度心身障害者医療高額介護

合算療養費返納金及びつくし園の給食費が主なも

のでございます。 

 次に、財産に関する調書について御説明申し上

げます。 

 ４３０ページをお開きください。 

 財産に関する調書４３１ページですが、債権で

ございますが、下から３行目、地震災害援護資金

貸付金と、その次、災害援護資金貸付金がござい

ますが、決算書で説明したとおりでございます。 

 次に、４３１ページをお開きください。 

 基金でございますが、上から５行目に、罹災救

助基金がありますが、決算書で説明したとおりで

ございます。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審査賜

りますようお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたので、これより質疑を行います。御質疑

願います。 

○委員（新原春二）毎度のことなんですけども、

収入未済額の関係で、この地震災害救助資金の貸

付金の返納ですね。これは努力のかいあって、

１６名中１３名が返されて、現在、１５人残って

４４８万７，０００円残ってるという御報告でよ

ろしかと思うんですけども、これについては、も

う時効等を含めて、どういう状況になっていくの

か。それぞれ努力をされているのは、よくわかり

ますけども、将来的なこの貸付金の返納について、

どういう手当てをされていくのか。そこら辺をち

ょっと教えてください。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）現在、

毎月１，０００円、２，０００円の少額でも徴収

に努めているところでございまして、最近につき

まして、私ども地震災害の貸付金につきましては、

私債権になりますので、民法上の時効期間が

１０年ございます。１０年以上支払われてない方

につきましては、時効援用の措置をとって、不納

欠損処分としていくように考えているところでご

ざいます。 

 実際、３名の方が、もうそういう状態にあられ

ますので、今年度で１０年たちますので、それで

処理をしていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 その他の方々につきましては、わずかずつでは

ございますが、徴収に努めておりますので、ちょ

っと時間はかかりますけれども、返納に努めてい

ただきたいというふうに、私どもとしては考えて

おります。 

○委員（新原春二）今、報告があったように、

不納欠損で整理されていく部分がありながら、や

っぱり１，０００円、２，０００円の徴収もして

いかざるを得ないという状況なんですが、未納は

１０年ということなんですが、そうなれば払わん

なら払わんで、あとは不納欠損処理をしたらとい

うことになりそうなんですよね。そこら辺の状況

も、あと１５名ということですけども、そこら辺

の状況はどうなんでしょうか。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）これに

つきましては、保証人もいらっしゃいますので、

全ての方、保証人と御本人と通帳をお出しいただ

いて、徴収に努めておりまして、残り１５名のう

ち３名の方は他市町村にもう転出され、あるいは

死亡され、保証人も亡くなられという状態の方が

３名いらっしゃいまして、この方たちは御本人に

お出ししても、保証人にお出ししても、もう文書

が返ってくる。そういう状態の方でございます。

その他の方々につきましては、保証人等にも連絡

がついておりますので徴収に努めておりまして、

この１年、１回も払ったことがないという方は、

１人もいらっしゃいませんので、１２名につきま

しては、最後まで完納に努めていただくようにし

たいというふうに考えております。 

○委員（新原春二）もう経過的にも長くなって、

それぞれ課の方々も徴収に大変御苦労なさってる

と思いますけども、借りたものは借りたものです

から、きちんとやっぱり請求できるように、大変

でしょうけども頑張ってください。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません
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か。 

○委員（井上勝博）重度心身障害者医療費助成

についてなんですけれども、これについては申請

主義ということで、中には手帳を持っていながら、

医療費が後で返ってくることを知らないという方

もいらっしゃったというか、うちの母なんかそう

だったわけなんですけれども、それはもう大分前

のことなので。今はこういう手帳を持っていなが

ら、医療費が後で戻ってくるということについて、

どの程度の方が申請されているかどうかというの

は、これは当局としては、知りようがないわけな

んですかね。 

 つまり、この人は手帳を持っているんだけれど

も、病院にかかったけれども、そういう申請がさ

れていないとか、そういうのはわかるんでしょう

か。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）病院に

少なくとも申請書を出していただかない限りは、

こちらでは把握のしようがないところでございま

す。 

○委員（井上勝博）手帳を受け取られるときに、

きちっと説明は恐らくされるんだろうとは思いま

すけれども、そういう方々に対する宣伝という点

では、障害者用の手引き、パンフレットみたいな

ものが、毎年、発行されていますけれども、あれ

をよく入念に読めば、ああ、自分も該当するんで

はないかなというのはわかると思うんですね。 

 しかし、パンフレットというのは配られるもの

ではないわけで、窓口で置いてあるのを、それを

自分で意識的にもらわなきゃいけない。それで読

まなきゃいけないわけですが、そういう広報など

で、こういう方は該当するよという広報はされて

いるんですかね。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）そうお

っしゃるかと思って、本日、持ってまいりました。 

 障害者への助成制度、８月号に広報紙にカラー

で、これは毎年しております。ここに重度心身障

害者医療費助成制度というのを明記してございま

すので、今は病院等でも、多分、申請は全ての病

院で受け付けておりますので、病院のほうからも

一言あればよかったのかと思いますけれども、今

後も周知には努めていきたいというふうに考えて

おります。 

○委員（井上勝博）特別障害者手当については、

これも重度で寝たきりで、本当は申請すれば月々

の手当がもらえるのを、知らないがゆえにもらっ

ていないという方も何件かいらっしゃるわけです

が、これについては年々の推移でいうと、そうい

うことが知られてきているというふうに言えるの

かどうか。宣伝効果というのは上がっているのか

どうかなんですが、どうなんでしょうかね。 

○障害・社会福祉課長（徳留真理子）この制

度につきましては、在宅で重度の障害のある方で

ございまして、年々、宣伝効果というか、こちら

の周知の効果があって、増えてきているのかとい

うことなんですが、これはその方の障害がどの程

度、重たいかによって、この手当がもらえるかど

うかでございますので、周知には広報紙、手帳申

請時、相談支援センター、障害福祉のしおり、電

話相談、医療機関からの問い合わせ等、周知には

努めておりますが、申請に来られても、必ずしも

その方が、この手当に該当するというわけではご

ざいませんので、年々増えているかといいますと、

どちらかというと、重くなられた方は入院をされ

たりされるので、どちらかというと減ってきてい

るのが現状でございます。 

○委員（井上勝博）確かに自分では、ほとんど

在宅で着替えが、なかなかできないとか、食事を

とるのにも大変だとか、そういう方々でも、この

間、私もこちらの窓口に来ていただいたときもあ

ったわけですが、該当しなかったということなん

ですが、ただ、そういうことすらも知らなかった

という人も結構いらっしゃるわけで。これについ

ては重度心身障害者の医療費助成と併せて、この

特別障害者手当なども、こういう制度があります

よということは広報でされてるわけですけれども、

さらにわかりやすく、該当される方というのはわ

かっているわけですから、そういう該当される

方々に意識的に、こういうサービスがあるんです

よということを周知していただくよう努力してい

ただきたいと思います。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 
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 ９の労働者の就労促進では、シルバー人材セン

ターへ活動助成を行ったところでございます。 

 以上で、障害・社会福祉課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 次のページの８２ページから８５ページまでは、

介護保険事業特別会計に係る給付状況等の成果と

なっておりますが、詳細については省略させてい

ただきたいと思います。 

────────────── 

△高齢・介護福祉課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、高齢・介護福祉課

の審査を行います。 

 以上、高齢・介護福祉課の主要施策の成果につ

いて、概要の説明を終わりますが、決算の詳細に

つきましては、この後、課長のほうで御説明させ

ていただきたいと思います。 

それでは、高齢・介護福祉課関係の決算の概要

について、部長の説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、同じく

決算附属書の７８ページをお開きいただきたいと

思います。  以上でございます。 

──────────────  高齢・介護福祉課の分でございますが、１の高

齢者健康づくりの促進におきましては、職員の人

件費のほか、敬老金の支給、はり・きゅう・マッ

サージ、おでかけ支援等の助成、高齢者クラブへ

の活動助成等を行ったところでございます。 

   △高齢・介護福祉課の審査 

○委員長（江口是彦）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、高齢・介護福祉課分について、当局

の補足説明を求めます。 

 ７９ページの２、高齢者の日常生活支援では、

訪問給食サービスでございますが、これは２０万

食を超えておりますが、訪問給食サービス、シ

ョートステイやホームヘルプサービス等の日常生

活の支援、あるいは老人福祉電話貸与や緊急通報

システムの整備等による安否確認などの福祉向上

に努めたところでございます。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について

（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）一般会

計歳出について御説明申し上げます。 

 決算書の１３５ページをお開きください。 

 ３款２項１目老人福祉総務費では、支出済額は

２億７，８０４万２,５６０円で、支出の主なもの

は、備考欄のほうをごらんください。 

 ３の市民後見推進事業では、国のモデル事業に

よりまして、市民後見人の養成基礎講座等を実施

したところでございまして、４の老人ホーム入所

措置では、居宅において擁護を受けられない高齢

者の入所措置を行ったところでございます。 

 老人福祉管理運営費では、職員７人分の給与費、

高齢者おでかけ支援利用料金助成など、老人福祉

施設管理費では、高齢者福祉施設の指定管理料な

どでございます。  次に、８０ページをお開きいただきたいと思い

ます。  なお、工事請負費が繰越明許となっております

が、内容は、里生活支援ハウスの給湯ボイラーの

改修工事で、ボイラーは日々使用しておりますこ

とから、施工期間について入所してされている

方々の利用者との日程調整がつかず、年度内の着

手が困難となったことから繰り越しておりました

が、先月、９月末で完成をいたしております。 

 ５の介護保険事業の推進では、職員の人件費の

ほか、地域密着型サービス拠点等の整備を行うと

ともに、特別地域や低所得者の利用者負担軽減事

業等を実施したところでございます。 

 ６の養護老人ホーム甑島敬老園運営事業、及び

８１ページになりますが、特別養護老人ホーム甑

島敬老園運営事業では、社会福祉協議会を指定管

理者として、両施設の管理運営を行っているとこ

ろでございます。 

 １３７ページをお開きください。 

 高齢者生活支援事業費では、高齢者訪問給食

サービス事業業務委託料等が主なものでございま

す。  ８の要介護認定審査事務におきましては、認定

申請により訪問調査を行い、介護認定審査会を開

催して審査判定を行っているところでございます。 

 なお、厚生労働省のモデル事業で、市民後見制

度の啓発シンポジウムと、市民後見人養成講座の

ための基礎講座を業務委託により、平成２３年度

より実施しているところでございます。 

 なお、認定申請件数、訪問調査件数、審査判定

件数については、記載のとおりでございます。 

－7－ 



 収入未済額３６万６,９９１円は、現年分４名、

過年度分２名分でございます。 

 次に、同項２目老人措置費につきましては、支

出済額４億１,１６３万９,４３５円で、養護老人

ホーム１６カ所、入所者２２２人に係る入所措置

費でございます。 

 次に、２１ページをお開きください。 

 １４款１項２目民生使用料の１節民生使用料の

高齢・介護福祉課分につきましては、備考欄の中

段に記載のとおり、入来高齢者福祉センター使用

料が主なものであります。 

 次に、同項３目介護保険対策費につきましては、

支出済額１３億７，９１８万５,９０１円で、支出

の主なものは、職員１７人分の給与費、介護保険

施設整備等に係る補助金、介護保険事業特別会計

への繰出金などであります。 

 次に、４１ページをお開きください。 

 １５款２項２目民生費補助金につきましては、

５節介護保険事業費補助金で、市民後見推進事業

に係る国庫補助金であります。 

 なお、負担金及び交付金が繰越明許となってお

りますが、グループホーム２施設につきまして、

平成２４年度中の完成が見込めなかったことから

繰り越しておりましたが、両施設とも６月までに

完成しております。 

 次に、５１ページをお開きください。 

 １６款２項２目民生費補助金で、２節老人福祉

費補助金は、在宅福祉アドバイザーと老人クラブ

の運営補助金であります。  また、２８節繰出金の執行残が多額となってお

りますが、特別会計の介護サービス給付費を最大

で見積もらざるを得ないため、繰り出しの執行残

が生じたものでございます。 

 同目６節介護保険事業補助金は、グループホー

ムの施設整備及び開設準備等に係る補助金であり

ます。 

 なお、収入未済額につきましては、施設整備の

事業繰り越しに伴う未収入でございます。 

 次に、同項４目養護老人ホームにつきましては、

支出済額８，００６万３,１４０円で、支出の主な

ものは養護老人ホーム管理費で、職員６人分の給

与費のほか、指定管理料が主なものであります。 

 次に、６７ページをお開きください。 

 １７款１項２目利子及び配当金の１節利子及び

配当金の高齢・介護福祉課分につきましては、介

護保険高額介護サービス資金貸付基金の利子収入

であります。 

 １３９ページをお開きください。 

 次に、同項５目特別養護老人ホームにつきまし

ては、支出済額１，８６３万８,８０９円で、支出

の主なものは、職員３人分の給与費などでありま

す。 

 次に、７１ページをお開きください。 

 １８款１項２目民生費寄附金は、１団体から高

齢者福祉を目的として寄附されたものでございま

す。 

 次に、同項６目介護認定審査費につきましては、

支出済額１億６４３万６,１７１円で、支出の主な

ものは介護認定審査費で、介護認定審査会委員、

それから介護認定訪問調査業務嘱託員の報酬、介

護認定調査委託料など、介護給付適正化事業では

職員１名分の報酬等でございます。 

 次に、８３ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入の高齢・介護福祉課分につ

きましては、甑島敬老園への派遣職員に係る人件

費分収入が主なものであります。 

 次に、財産に関する調書について御説明申し上

げます。 

 次に、１６３ページをお開きください。 

 ５款１項１目労働諸費のうち高齢・介護福祉課

分は労働者福祉対策費で、シルバー人材センター

に対する高齢者労働能力活用事業補助金でありま

す。 

 ４３０ページをお開きください。 

 ３、債権でございますが、高齢・介護福祉課分

では、３行目の寿里苑運営資金貸付金があります。

当該債権につきましては、合併前の里村において、

特別養護老人ホームの運営資金として、無利子の

貸し付けを行ったものでございます。据置期間が

１０年で今年度より、平成２５年度より、年間

１５０万円ずつ償還をしていただくこととなって

おります。 

 次に、一般会計の歳入については、主なものを

御説明いたします。 

 １９ページにお返りください。 

 １３款２項１目民生費負担金の２節老人福祉費

負担金の歳入の主なものは、養護老人ホーム入所

者の老人福祉費負担金が主なものであります。 
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 次に、４３１ページをお開きください。 

 ４の基金でございますが、高齢・介護福祉課分

では特定基金として、下から６行目の介護給付費

準備基金がございます。 

 介護給付費準備基金は、年度中に４,３２４万

７，０００円の積み立てを行い、平成２４年度末

の残高は、２億３,９６２万９，０００円となって

おります。 

 次に、４３２ページをお開きください。 

 運用基金では、介護保険高額介護サービス費等

の資金貸付基金がございます。 

 基金の運用状況について御説明申し上げますの

で、４４０ページをお開きください。 

 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金で

ありますが、平成２４年度末の残高は１,２００万

円となっております。 

 なお、平成２４年度中の貸し付けの実績はござ

いませんでした。 

 以上で、一般会計の説明を終わります。よろし

く御審査賜りますよう、お願い申し上げます。 

 なお、答弁におきまして、細かな計数等につき

ましては、課長代理及び主幹、並びにグループ長

に回答させますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたので、これより質疑を行います。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）敬老金等支給についてなん

ですけれども、最近、曽於の市長選挙で一つの公

約に掲げられて、敬老金を節目支給から毎年もら

えるように戻したということで、非常に高齢者の

方が喜ばれているわけですね。 

 やっぱり高齢になられて年金は下がる一方だし、

今度は消費税の増税という話も出てきております

し、だんだんだんだん年をとるということが、辛

くなってきているという状況というのは、これは

やはりこれから高齢化社会を迎えるに当たっては、

高齢化社会はもう既に迎えてるわけですけども、

さらに高齢化社会に進んでいくわけですが、それ

に当たって、やっぱり年をとったらそれなりの喜

びがあるような、そういう制度としてできたもの

だと思うんですね。 

 金額的には、どのぐらいのお金がかかるのかわ

からないんですけども、ちょっと節目支給という

やり方は、８８歳までならなければもらえないと

いうことになりますので、やっぱり一般的に敬老

会などでは、自治会によっては、だと思うんです

けれども、いろんな行事をして、年をとったこと

を喜んだりする。年齢としては７０歳ぐらいから

やってるわけですが、この節目支給の見直しとい

うことについては考えられないものなのか、お尋

ねしたいと思います。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）敬老金

の節目支給をやめて、一定年齢以上の方には、全

て敬老金を支給できないかという御意見でござい

ますが、合併後１０年を迎え、今後、交付税の大

幅な削減が予定をされている中、自主財源等も限

られてくると思います。 

 したがいまして、現在では単独事業の整理縮小

ということも叫ばれている中、高齢者福祉の充実

とはいえ、拡大をするというのは、なかなか難し

い状況にあると判断をしております。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）高齢になって本当によかっ

たなって思える制度というのが少なくなっていて、

医療費が７５歳以上が１割負担、７０歳から

７４歳が１割負担かな、それが２割負担になろう

としているわけですけども。私、最近聞いて、航

空券の場合は何歳やったかな、６５歳やったかな。

東京まで行くのに１万円ちょっとで行けるように

なるんだということで、ああ、早う年をとりたい

なぐらいなふうに思うわけですよね。そういうも

のっていうのが、本当に少ないなと思いますよね。

前はそういう医療費が無料になっていた時期もあ

ったし、年をとれば医療費が要らなくなるよって

いうような、そういうこともあったんですが、そ

れがなくなっている。 

 だから、やっぱり何のために行政とはあるべき

かという問題だと思うんですね。年をとるという

ことをみんなで喜びあえるそういう社会にする。

そのためにも、福祉、特に、この敬老金について

は、その象徴、シンボルにもなるわけで、ぜひと

も見直ししていただきたいなと。お金がかかる、

かからないではなくて、そういう社会をつくると

いうことだと思うんですね。 

 それから、はり、きゅう及びマッサージ等の施

術料助成についてなんですけれども、これについ

ては、ごめんなさい。ちょっと調べてこなかった
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んで申しわけないんですが、これは６０回という

のは、ずっと続いていて、たしか回数を減らした

んじゃなかったですかね、券を。それは何年度か

らでしたか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）手元に

資料がございませんので、詳細についてはわかり

ませんが、合併後、回数の拡大をしてきた経緯が

ございましたが、昨年度、策定された財政運営プ

ログラムの中で、単独事業の整理縮小ということ

もございまして、今年度から６０枚を４０枚に回

数を減少したといいますか、２０枚減らしたとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）この制度については、前市

民福祉部長も力を入れていたということで、しか

し、縮小せざるを得ないというお話だったわけで

すが。しかし、これはサービスを受ける側もそう

ですが、はり、きゅう、マッサージなどをやられ

ている方々自身が、障害を持っている方のケース

が多いということで、二重に福祉的な側面という

のがあったんだということだったわけですけれど

も、これについては、もうやむを得ないというよ

うなことで、もうどうしようもないんですかね。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）はり、

きゅう、マッサージをされていらっしゃる方につ

きましては、委員おっしゃるとおり、身体障害者

の方が多数おられるということは承知しておりま

すが、私どものところでは高齢者福祉施策として、

現在まで単独事業で拡大をしてきたわけですけれ

ども、先ほど申し上げましたように、財政運営プ

ログラムの方針に従いまして、単独事業の整理縮

小ということで、４０枚に減らしたところでござ

います。 

 以上でございます。 

○市民福祉部長（春田修一）今まで井上委員の

ほうから、高齢者福祉に対していろいろな御意見

をいただいてるところでございますが、今、課長

が申しましたように、平成２７年度から段階的に

交付税の削減ということで、５年後の平成３１年

度には４２億円、一般財源がなくなるというよう

な状況を考えたときに、この高齢・介護の決算の

全体を見ましても、２３億円の支出のうち市財が

２１億円というような、これは国の負担金等も入

っておりますので、一概に言えないんですが、た

だ単純にみましても、かなりの単独事業という部

分があります。 

 そういうことから考えたときに、今後、どうし

ても、より効率的と申しますか、取捨選択する必

要があると思っております。そのような中では、

今後、高齢者福祉というのは、給付ということで

はなくて、元気な高齢者と申しますか、若いうち

から医療にかからないとか、あるいは、そういう

高齢者施策にシフトしていく必要があるのではな

いかなというふうに考えてるところでございます

ので、御理解いただきたいと思います。 

○委員（井上勝博）お金がないということが理

由になるわけですけれども、やっぱりこれは一自

治体との関係でいったら、それは合併して交付税

が少なくなるんだということについては、もう合

併の当時から、そういう約束できたわけですよね。 

 しかし、合併当時、お金が少なくなって合併を

しないと大変なんだと、財政的に厳しくなるんだ

と。だから福祉を維持するためには合併が必要な

んだということで、合併を推進してきた面もある

し、また、そういうふうに市民は期待をしていた

わけですけども、実際にはそんなふうに、どんど

んどんどん削られていってしまうわけですね。 

 だから本当に合併してよかったと思えるような、

そういう市政を進めていくためには、身近な本当

にありがたいと思う制度、これを充実していく、

拡充していくということが大事であって、それが

一番市民にとってありがたいのは、この高齢者福

祉であったり、障害者福祉であったりというもの

だと思うんですね。 

 そこはやっぱりお金の使い方としては、拡充の

方向にもっていくという考え方で進めなければ、

市民の納得は得られないんじゃないかなというふ

うに思います。 

 それから、おでかけ支援助成事業についてなん

ですけども、これについては、最近、ちょっと気

づいたことで、おでかけ支援事業というと、バス

や肥薩おれんじ鉄道や、また、甑島の航路などの

船賃だとか、そういうもので使えると思っていた

わけですが、実はもっと広範で、例えばゆったり

館でも使えるということや、いろんな施設で使え

るということもわかったんですね。 

 それはおでかけ支援券には書いてあったりして

るんですが、おでかけ支援券をもらってない人と
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いうか、これは要らないよというふうに、自分は

車を持っているしというような方々は余り知られ

てなくて、そういった方々に、もっとこういう施

設でも使えるんですよっていう宣伝がされている

んだろうかなということで、前、聞いたことがあ

るんですが、実際は、そういうことがされてない。

初めて、どこどこの施設で使えるというのが、お

でかけ支援券をもらったときにわかるわけですよ

ね。 

 だから、もっとおでかけ支援券をもらう前に、

そういうことを伝えるということができないだろ

うかということなんですが、いかがでしょう。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）高齢者

福祉のサービスにつきましては、年１回ではござ

いますが、市の広報紙に掲載をしております。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）例えば、ここに書いてあり

ますように、市の指定する公共交通機関、公衆浴

場を利用するときって書いてありますが、公衆浴

場名は、たしか書いてないんですよ、それは。実

際は、もらったときに初めて、ああ、ここも使え

るんだと。ゆったり館の場合は、障害者のための

入浴施設があって、あれは非常に重宝するわけで

すが、そういうものは初めておでかけ支援券をも

らってからわかったんですが、そうじゃないんじ

ゃないですか。おでかけ支援券をもらってなけれ

ば、わからないんじゃないんですかね。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）公衆浴

場につきましては、事業所より申し出があって初

めて登録をするものでございまして、委員のおっ

しゃるように個別の公衆浴場については、広報は

していないのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）それで、ここでも使えます

よということをもう少し、登録されてから後でも

いいわけですから、市民に知らせるという広報は

考えられないですか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）広報紙

のスペースの問題もございますので、即答はでき

ませんが、検討をいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）ぜひ御検討をお願いしたい

と思います。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員（中島由美子）済みません。市民後見推

進事業について、本市は国からのモデル事業とい

うことで講座をされているんですけれども、現実

に、まだ始まったばっかりなんでしょうけど、市

民後見として実践的にできてる方というか、そう

いう方の数字が上がっているのか。 

 実際、ここの８４ページには、成年後見等審判

費用実費負担金というのがあるんですけど、この

辺が実際の負担なんですかね。そのあたり、わか

ってたら教えてください。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）平成

２３年度から市民後見人の養成講座を開催し、

２年間で１２名の方が修了されております。 

 基礎編・実践編ってございまして、実践編まで

当市で修了された方が１２名おられますが、この

実践研修を終えても、なかなか実務的に能力、ス

キルが上がらないというのが実情でございまして、

まず、この市民後見人になるためには、裁判所へ

推薦をする必要があります。推薦をして、裁判所

が適任者となって、初めて後見人の候補者として

登録される仕組みになっております。その上で申

し立てに応じて専門職である弁護士、司法書士、

社会福祉士とか、あるいは、この養成講座を終わ

られた市民後見人とか判断をされるわけですが、

市として市民後見人としてのスキルが、十分備わ

っていると判断できておりませんので、現在のと

ころ候補者として推薦はいたしていないところで

ございますが、今現在、社会福祉協議会と成年後

見センターの設立について、協議を進めていると

ころでございます。 

 仮に、その協議が整いまして、社会福祉協議会

で成年後見センターとして設立ができたならば、

そこにおいて実務研修といいますか、実務を積ん

でいただきたいというふうに考えております。そ

の上で、十分スキルが備わったと判断できました

ならば、推薦も考えたいというふうに考えており

ますが、先ほど申しましたように、現在のところ

候補者として推薦はいたしてないとこでございま

す。 

 それから附属書の８４ページ、成年後見の申し

立ての３件の内訳でございますが、この３件につ

きましては市長申し立て、成年後見につきまして

は親族の申し立てが基本でございますが、親族の
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中に申し立てをされる方がいない。あるいは申し

立てをできる人がいない。あるいはいてもされな

い方、遠方におられたり、高齢であったりして、

申し立てをされない方を市長申し立てという形で、

親族に代わって申し立てをするわけですが、平成

２３年度で１件、平成２４年度で２件、市長申し

立てを行いました。その申し立てに係る費用でご

ざいます。 

 なお、申し立てに係る費用を１回市が負担いた

しても、本人の負担能力、資産、預貯金等の状況

によりましては、本人に請求することができるこ

ととなっております。 

 以上でございます。 

○委員（中島由美子）今、やっぱり遠くに子ど

もたちが出てたりして、ひとり暮らしの方、また、

どうかすると本当に身寄りのない方がいて、これ

は大事な制度なんだなというのを思ってますので、

しっかりとこの後見人が育つように、また頑張っ

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（新原春二）今、後見人の話がありまし

たけども、やっぱりこの後見人の制度の関係につ

いては、市ができる分と裁判所がする分と、きち

んとすみ分けをして、市民に公表すべきじゃない

んじゃないかと思うんですよね。 

 そうじゃないと、市が講座を平成２３年、平成

２４年に開いて、その養成の１２人がいらっしゃ

るわけですね。私も１２人、全部じゃないけど、

二、三人に聞いたんですけども、じゃあこの講習

を受けたけど、どうするのと聞いたら、どうしま

しょうかね。実際、働けるのと聞いたら、ちょっ

と自信ないですねということであったもんですか

ら、一般質問でもセンターをどこにつくるんです

かという話をしたんです。 

 福祉協議会の中でセンター設立をして、そこで

実践も含めて養成をして、推薦をするということ

になりますから、その推薦までは行政のほうでせ

ざるを得ないわけですから、そこら辺も含めて推

薦をするのは、今、中島委員のほうからありまし

たけども、薩摩川内市に、そういう傾向がある人

といいますか、そういうような実態調査というの

はできているんですかね。 

 後見をされるような状況の方というのは、把握

ができるのかどうか。それらも裁判所がするのか

どうか。そこら辺の中が、なかなか見えないもん

ですから、今後、薩摩川内市の行政として、後見

人制度についてどう道筋を立てていくのかという

のが、なかなか我々にも響かないし、一般の市民

にも響かないと思うんですね。そこをきちんと整

理をして、一般市民に成年後見制度はこういうも

のですよ。行政としてこうやりますよということ

のやっぱり公表を、きちんとすべきでないかと思

いますけども、そこら辺を社会福祉協議会がやる

のか、行政がやるのか。そこら辺はどう考えるの

ですか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）まず、

成年後見人の必要な方々の把握についてでござい

ますが、なかなか難しいというのを言わざるを得

ないかと思います。 

 ただ、成年後見に至る一歩手前、ある程度、判

断能力はある方々が利用するサービスとして、社

会福祉協議会の福祉サービス利用支援事業という

ものがございます。これは主に財産管理、預貯金

の管理をメーンにやっていただいているわけです

けれども、それを利用されている方が百数名いら

っしゃいます。 

 社会福祉協議会の考えで、実際、もうこの人は

判断能力がないので、本来ならば成年後見制度に

移行すべきであると社会福祉協議会が考えている

方が、１４名ぐらいだったかと思います。ただし、

成年後見人に至っていない。それはさまざま理由

があろうかと思いますけれども、そういうまず実

情がございます。 

 それから市民に対するＰＲとしては、まず、入

り口としては、福祉サービス利用支援事業、それ

から社会福祉協議会に委託をしております地域支

援事業の中で、権利擁護事業というものがござい

ます。 

 これは高齢者の虐待の関係であっても、身体的

虐待とか経済的虐待、それからひとり暮らしの

方々へのサービスについての権利擁護、そういっ

たものがございまして、包括支援センターのほう

で、高齢者の総合相談に応じておりますので、個

別ケースによっては、現在では社協の福祉サービ

ス利用支援事業につなげたりしているところでご

ざいますので、ある一定の程度は、市民に対する

広報というか、啓発はできていると判断している

ところでございますが、先ほど申しました成年後
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見センターができた暁には、その制度の啓発につ

いても取り組んでいきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○市民福祉部長（春田修一）新原委員の行政が

主体となるのか、社協というのかというのが、ち

ょっと漏れてたような気がしますが、今、考えて

おりますのは、先ほど言ったように、地域包括支

援センターの権利擁護につきましては社協に委託

しております。それと、その金銭関係の部分につ

いても生活支援ということで、社協のほうがやっ

ております。 

 そういうことからすると、かなり実務的な部分

で、社会福祉協議会のほうがやってるのかなと。

九州管内を見ましても、社協が法人として裁判所

から指定を受けるという部分が、ちょっと主力に

なっているようでございますので、そういうこと

を判断したときに、市のほうで社協のほうに、そ

のセンターを運営してもらう手だてがどうなのか

なと。そうしますと権利擁護事業と、その成年後

見。それに成年後見の部分に、先ほど中島委員の

ほうからもございました、市民後見人を活用する

ということができて、スキルが上がっていくんじ

ゃないのかなと。そうすることによって、家庭裁

判所のほうからの指定というんですか、そういう

部分も、もらえると言ったらいけないんですが、

指定があるというような部分が、あるのではない

かというようなこと等で、今、ちょっと社協と協

議をしているところでございます。 

○委員（新原春二）全体的な流れからしても、

当然、社協のほうが流れが全部わかりますので、

一番いいんじゃないかと思うんですね。その方向

で進めていただきたいんですが。社協も３００名

を超える人員を配置をして、かなり莫大な組織に

なっているんですよ。そこでやっぱりセンターを

つくるのは、もうそこがいいんですけども、市と

しても財政的にも人的なものも含めて、ぜひ社協

にある程度の支援をしていただいて、早急にやっ

ぱりセンターをつくるべきだというふうに思いま

すので、ぜひその点でお願いします。 

 ただ、成年後見制度については新聞紙上をにぎ

わしているように、非常に問題もありそうなんで

すよね。いろんなトラブルもあってますので、そ

ういう点では人的な養成をきちんとしなきゃなら

ないというのはもう基本ですので、そこら辺をや

ることを通して、やっぱり市民を守っていくとい

うことがあると思いますが、ぜひ早急にセンター

の立ち上げをされて、センターからの市民への教

宣、あるいは広報というのをどんどんやっていた

だきたいと思います。 

 特に薩摩川内市では、県内でもトップを走って

いますので、鹿児島県のモデル的なやっぱり成年

後見制度のセンターに、ぜひ、していただきたい

ということを要望しときます。 

○市民福祉部長（春田修一）今、おっしゃるよ

うに、社協さんともずっと協議を進めてるんです

が、出口の部分でやっぱり職員の人件費の問題と、

それが恒久的な形でやっぱり必要になってまいり

ますので、そうしますと、かなりの経費増という

部分がございますので、社協の中でも社会福祉士

さんもかなりいらっしゃいますので、そういう人

材を活用する。 

 ただ、社協の中でもおっしゃいますように、か

なりの職員、嘱託、臨時を含めまして３００人を

超える職員さんがいらっしゃいますので、その中

で事務の効率化とか、あるいは、似たような事務

の統合を図りながら、うちどもとしては虫のいい

話なんですが、社協の中で効率化できる部分を、

まず優先していただいて、その中で出てきた人員

を、その成年後見のほうに回せないかということ

も、ちょっと勝手のいい相談もしてるところでご

ざいまして、今後、ちょっとスピードアップしな

がら煮詰めていきたいというふうに考えておりま

す。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員（今塩屋裕一）介護保険高額介護サービ

ス資金というので、利子収入もちょっと上がって

いるんですけど、これ大体何件ぐらいの要望があ

って、窓口として、どういった方が来られて、ど

ういった方々に、こういった制度でサービスをし

ているのか。もしわかれば、教えてもらいたいと

思います。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）運用基

金の高額介護サービス費等の貸付金でございます

が、この内容は、一般世帯で３万７，０００円程

度だったと記憶しておりますけれども、自己負担

額がそれ以上を超えると、１回負担はしていただ

きますけれども、超えた分には後日、市から償還
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 他市と比べてという２点目でございましたが、

他市におきましては、基準人員３０人未満のクラ

ブについては、助成をしていないところがほとん

どでございまして、その点からしますと、本市は

小さな高齢者クラブに対しても助成をしておりま

すので、充実していると判断しているところでご

ざいます。 

をされるという仕組みが、高額介護サービスの制

度でございます。これは医療であります国保とか、

後期高齢者医療制度と同様の制度でございます。 

 高額介護サービスについては、その返ってくる

お金の見込みが５，０００円以上となったときに、

自己負担で１回払うべき金額を、高額のこの基金

から支払おうというものでございます。一般的に

低所得者の方、自己負担をすることが難しい方が

利用されておりますが、昨年、平成２３年度は数

件あったかと記憶しておりますが、平成２４年度

はなかったところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 内 容 と し て は 、 返 っ て く る べ き 金 額 が

５，０００円以上が見込まれるときに、１回自己

負担をして、施設側から請求をしていただくとい

うものでございます。 

 ここで、議案第１１９号一般会計歳入歳出決算

に係る審査を一時中止します。 

────────────── 

   △議案第１３１号 決算の認定について

（平成２４年度薩摩川内市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算） 

 以上でございます。 

○委員（今塩屋裕一）わかりました。 

○委員長（江口是彦）よろしいですか。ほかに

御質疑ありませんか。 

○委員長（江口是彦）次に、議案第１３１号決

算の認定について、平成２４年度薩摩川内市介護

保険事業特別会計歳入歳出決算を議題とします。 ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。  当局の補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）続きま

して、平成２４年度薩摩川内市介護保険事業特別

会計歳入歳出決算について、御説明いたします。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（帯田裕達）ちょっと教えていただきた

いんですが、高齢者クラブの活動助成のことで。

まず、この助成をなさってるわけですが、その助

成の算定基準といいますか、例えば大きいクラブ

もあれば、小さいクラブもあるわけですが、会員

数も、その基準となるものは、どのようなものな

のか。そしてまた、他市町村と比較してどうなの

か。そこをちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

 まず、歳出について御説明いたしますので、決

算書の４０４ページをお開きください。 

 １款保険給付費につきましては、支出済額

９２億７,８９３万９,２１７円で、居宅や施設に

おける介護サービス給付費や高額介護サービス給

付費、介護予防に係る給付費の支払いを行ってお

ります。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）高齢者

クラブの育成費補助金についてのお尋ねでござい

ますが、これは県の補助制度でございまして、県

の補助基準としましては、単位高齢者クラブの会

員数が３０人以上である場合に、補助の対象とし

ております。 

 なお、保険給付費の不用額が多額になっており

ますが、介護給付費を最大で見積もらざるを得な

いことによる執行残でございます。 

 また、５項２目の特例特定入所者介護サービス

費、及び６目の特例特定入所者介護予防サービス

費の２目については未執行となっておりますが、

これは介護認定を受ける前に受けたサービスにつ

いてのやむを得ない支出ということでございます。 

 しかしながら、薩摩川内市におきましては、会

員数の少ない１０人以上のクラブについても助成

をいたしております。一番最初の１０人から

１９人のところでは４万６，８４０円の補助金、

それから８０人以上の大きなところにつきまして

は６万４，３４０円と、クラブの会員数によって、

段階的に補助金の金額を変えております。 

 介護認定の申請をしますと、その日から給付の

対象となりますけれども、やむを得ない事情によ

って、介護認定の申請の手続きもしないままに受

けたサービスに対する給付費でございまして、本

市では申請を行ってからサービスを受けておりま
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すので、この２目については、支出がなかったと

ころでございます。 

 次に、４０６ページをお開きください。 

 ３款１項４目一次予防事業費につきましては、

支出済額６,０５４万６,１２０円で、支出の主な

ものは、嘱託員４人分の報酬と、一般的な高齢者

に対する介護予防の普及啓発の事業等でございま

す。 

 次に、４０８ページをお開きください。 

 同項５目二次予防事業費につきましては、支出

済額３,０１１万１,０６２円で、支出の主なもの

は、要介護状態になるおそれのある高齢者が、介

護状態になることを予防するための事業費でござ

います。 

 次に、３款２項１目介護予防ケアマネジメント

事業費につきましては、支出済額５,０３４万

４,７９９円で、支出の主なものは、職員６名の給

与費のほか、二次予防事業対象者のケアマネジメ

ントに係る事務費等でございます。 

 次に、同項２目総合相談事業費につきましては、

支出済額２,４１６万９９６円で、支出の主なもの

は、嘱託員１人分の報酬と、甑地域４カ所の在宅

介護支援センターの指定管理料及び介護予防普及

業務委託料等でございます。 

 次に、４１０ページをお開きください。 

 同項５目任意事業費につきましては、支出済額

２,３０７万４,９０５円で、支出の主なものは、 

家族介護用品、ねたきり老人介護手当の扶助費等

でございます。 

 次に、４款１項１目介護給付費準備基金積立金

に つ き ま し て は 、 支 出 済 額 ４ , ３ ２ ４ 万

７,０００円で、平成２５年度以降の介護給付費の

増加に備え、介護保険料を積み立てたものでござ

います。 

 次に、６款１項１目償還金及び還付加算金につ

き ま し て は 、 支 出 済 額 ４ 億 ２ , ０ ２ ６ 万

２,６７７円で、第１号被保険者の介護保険料の過

誤納付に係る還付金及び介護給付費確定に伴う

国・県への返還金でございます。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、

３９８ページにお返りください。 

 歳入については、主なもののみ説明させていた

だきます。 

 １款１項介護保険料１６億２０４万１,４５０円

は、６５歳以上の第１号被保険者の保険料でござ

います。 

 平成２４年度分の保険料収納率は、年金天引き

による特別徴収については１００％でございます

が、普通徴収の現年度分について、現年分の収入

未済額は２,３８７万３,０１０円で収納率は８３．

６％、前年度より１．２％減で、特徴、普徴を合

わせた現年分全体では９８.５％、前年度比

０.２％の減となっております。 

 過 年 度 分 の 収 入 未 済 額 は ２ , ８ ２ ９ 万

５,７７０円で、昨年度より９万７,７６０円増加

しておりますが、収納率は１２％で、昨年度より

０.３％減でございました。 

 なお、過年度分のうち保険料１,０９９万４０円、

督促手数料を１３万９,３００円、この額を不納欠

損の処理をいたしております。 

 また、不納欠損処理後の収入未済額の計は

５,２１６万８,７８０円で、これらに対する収納

対策といたしまして、臨戸訪問や電話催促、分納

等の納付誓約書等による時効中断を行うなど収納

率向上に努めておりますが、今後とも年金の支給

月を中心に、収納対策の強化月間などを設けるな

どして収納計画を立てながら、収納率向上に努め

ていきたいと考えているとこでございます。 

 次に、４款国庫支出金につきましては、収入済

額２６億５,４１６万９,７１５円で、１項１目の

介護給付費負担金と、同款２項１目の調整交付金

及び４目の地域支援事業交付金であります。 

 次に、５款の支払基金交付金につきましては、

収入済額２７億４,７１１万１,７２２円で、１項

１目の介護給付費交付金、及び同項２目地域支援

事業支援交付金があり、４０歳から６４歳の第

２号被保険者の負担分としまして、社会保険診療

報酬支払基金から交付されるものでございます。 

 ４００ページをお開きください。 

 県支出金につきましては、収入額１５億

５,９５３万３０８円で、１項１目の介護給付費負

担金及び３項１目の地域支援事業交付金、これは

給付費及び地域支援事業に係る県の負担分となっ

ております。 

 次に、９款１項１目一般会計繰入金１２億

１,０２０万４,６６８円につきましては、市の法

定負担金分などを一般会計から繰り入れるもので

ございます。 
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 次に、４１２ページをお開きください。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入総

額１０２億１,１１４万６，０００円に対しまして、

歳出総額１００億３,３２０万４，０００円で、歳

入歳出差引額は１億７,７９４万１，０００円とな

り、翌年度へ繰り越すべき財源はないことから、

実 質 収 支 額 は 、 同 額 の １ 億 ７ , ７ ９ ４ 万

１，０００円となっておりますが、国・県支払基

金への返納金が８,４７４万円余りありますことか

ら、実質的には９,２１６万７，０００円が平成

２５年度の財源となります。 

 以上で、介護保険事業特別会計の説明を終わり

ます。よろしく御審査賜りますようお願い申し上

げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りました。これより質疑を行います。御質疑願い

ます。 

○委員（井上勝博）今、実質収支に関する調書

の中で国への返納金約８，０００万円ということ

については、介護保険制度の全体の給付費の国の

負担という点があって、給付費が予定していた、

計画していたものよりも少なければ、その分、国

に返金をしなくちゃいけないというそういうやつ

ですか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）委員お

っしゃるとおり、年度当初に申請を行います。そ

れから、１２月ぐらいに変更申請というものを行

うわけですが、その時点では、平成２４年度の介

護の給付費というのは確定しておりませんので、

あくまで見込みで、実際のところを申しますと少

し多目に申請をしております。それで確定した段

階で、翌年度、その給付費の確定額に基づいて

国・県支払基金の負担額が決定をすると。その差

額を返納をするということでございます。 

 仮に少なく申請をしておきますと、市が持ち出

さなければなりませんので、翌年度、追加で交付

はしてくれることですけれども、少し多目に申請

をしておいて、翌年度、返納をするという形をと

っているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）そうすると４１１ページに

ある介護給付費準備基金積立金ということで、や

っぱり介護保険料を徴収しますよ。それは６５歳

以上の方と４０歳から６４歳の方々の介護保険料

と。その介護保険料が給付費の何％というふうに

なっているけれども、給付費全体が少なくなれば、

その分少なくなってくるから、それについて、そ

れを積み立てするということになるわけですか。

ちょっと説明がうまくできませんでしたけれども。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）基金積

立金についてのお尋ねでございます。 

 御承知のように介護保険料は、３年に１回改定

を行います。これは向こう３年間の給付費の総額

を見込んで介護保険料を推計をするわけで、基本

的な考え方に立ちますと、被保険者の数、あるい

は所得階層、変わらなければ３年間、一定額の保

険料の収入でございます。３年間の収入は変わら

ないと。 

 一方、給付費につきましては認定者の増加、あ

るいはサービスの種類の充実といったことにより

年々伸びております。ですので、３年間トータル

で賄えるように。保険料が変わらないということ

を考えると、初年度は少し余って、２年度はちょ

うどで、３年度は少し足りない。そういったイ

メージを思い浮かべていただければ結構かと思い

ますけど、平成２４年度から改定されたわけです

ので、平成２４年度は余って当然、平成２５年度

がとんとんぐらい、平成２６年度で足りない分を

平成２４年度の基金で埋め合わせをするという、

３年を１期としているということを御理解いただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）わかりました。この収納率

の点で、いわば普通徴収、特別徴収、特別徴収が

年金天引きで、普通徴収が実際に納めてもらうと

いうやり方で、普通徴収のほうが納入率が少ない。

年金天引きだったら１００％であるということな

んですね。 

 これはもう年金天引きについては、本人にはど

うしようもないわけで、たしか年金額が月額が

１万５，０００円ない人は、そういう普通徴収で

納めてもらうと。しかし、介護保険料というのは

月々、今、６，４００円ぐらいですよね、たしか。

そのぐらいのお金を納めなきゃいけない。年金額

が１万５，０００円の方から、それだけの介護保

険料をもらわなきゃいけないというのは、これは

もう本当に無理な話なわけですよね。だから実際

はどうなっているかというたら、家族や誰かが負
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 その訪問介護サービスで、以前も委員会の中で

もお話しましたが、今まではヘルパーさんが来ら

れて部屋の掃除をされていたけれども、同居人が

いて、同居人が庭の掃除ができるからということ

で、結局、サービスをもう受けられなくなってし

まったという経過がありますが、こういうケース

というのは、ほかでもちょっと聞くんですよね。

今まで受けていたサービスがそういう見直しをさ

れて、受けられなくなったというケースというの

は、どのぐらいあるのかというのは、何かデータ

でないんでしょうか。示せないんでしょうかね。 

担していたりしてるんじゃないかなというふうに

思うんですけれども。それで徴収率が悪くなると

いうのは、これはもう当然のことなんですよね。 

 だから本当にとってはいけない。いわば減免し

なきゃいけない人たちだと思うんですが、これは

介護保険制度そのものの問題にかかわることなん

ですけれども。やっぱり減免の対象として、きち

っとすべき人たちなんじゃないかなというふうに

思うんですが、いかがでしょうか。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）介護保

険料は、平成２４年度から９段階の保険料額で負

担をしていただくことといたしております。基準

額は５，８００円でございまして、一番安いとこ

ろでは２，９００円だったかと記憶をしておりま

す。月額の保険料負担は２，９００円であったか

と思っております。この基準額の半分、５割とい

うことでございますが、これは介護保険の制度設

計の中で示されているものでございまして、介護

保険制度上、収入の多寡による減免というのは、

できないこととなっていることを御理解をいただ

きたいと思います。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）手元に

詳細なデータを持っておりませんので、即答はで

きないとこでございますが、委員のおっしゃって

いらっしゃる同居者がいる世帯への訪問介護は、

日常生活の支援のため、掃除とか、洗濯とか、調

理とか、そういった部分になるわけですけれども、

同居者がいる場合には、同居者の支援がいただけ

ませんかというようなことから、理由書といいま

すか、考え方を聞かせていただいてるところでご

ざいまして、個別のケースによって、必ずしも同

居者がいるから、その生活支援型のサービスを受

けられないということではなくて、本人さんの身

体状況、あるいは同居の親族の方の身体状況に応

じて、個別に判断をいたしております。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）制度として始まるときにも、

これは相当議論して過酷ではないかと。年金がそ

れしかない人たちから、いわば計算すると

５，９００円の半分ですから２，９００円、１万

５，０００円のうち２，９００円は介護保険料と

して納めなきゃいけない。１万５，０００円で、

そもそも暮らしていけるはずがないわけなんです

けれども、実態はそういうことになってると。も

う本当に介護保険制度の大問題なんだというふう

に思うんですね。 

 たまに本人さんの状況によっては、半年とか

３カ月で様子を見ましょうとかいうことはござい

ますけれども、同居者がいるからといって、一律

にサービスを受けられないということではないと

いうことだけは御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）わかっております。一律に

同居者がおれば、この訪問介護サービスを受けら

れなくなるということではないんだと。これにつ

いてはわかるんですが、この訪問介護サービスが、

同居者というのが何世帯あるのかということは、

わかるわけですね。 

 こういうふうに、みんな苦しみながら保険料を

払っているわけですが、実際の給付について言え

ば最近のケースとして、居宅介護サービスという

んですかね。部屋の掃除とかというのは居宅介護

サービスですかね。ちょっと確認したいんですけ

ど。  その中で、今まで訪問介護サービスを受けてい

る人たちが、どういうふうになっているのか。ど

うも規制が厳しくなってるんじゃないかなという

ふうに思われるもんだから。この同居されている

方々で、訪問介護サービスを受けている件数の推

移というのはわかるんですか。それでわかるんで

すかね。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）訪問介

護サービスのことをおっしゃられてるのではない

かと思っております。 

○委員（井上勝博）訪問介護サービスというの

は、この介護サービスの中のどういうサービスに

なるんですか。 
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○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）申しわ

けございません。その件数及び推移については、

把握をしておりません。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）もし、それがわかるような

資料というのはつくれるんですかね。率直に言っ

て、厳しくなっているんじゃないかということに

ついては、厳しくなってはいないというふうな理

解なんですか。それとも、やっぱり厳しくなって

いるんですか。 

 今、国の政策として、要支援のサービスは、も

うしないというふうな方向でいってるわけですが、

やっぱりそういう軽度者についてのサービスはし

ない方向で、規制してるんじゃないですかという

ことなんです。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）規制と

いう意味ではなくて、国では介護給付の適正化と

いうものを、極端に言いますと、介護給付費の伸

びを抑制するために、介護給付の適正化というも

のに取り組むように指導をしております。 

 その取り組みの一つとして、同居者のいる認定

者の方への生活支援のためのサービスを細かくチ

ェックをしているということでございまして、規

制しているというものではないことを御理解いた

だきたいと思います。 

○委員（井上勝博）言葉としては適正化という

ことなんでしょうけれども、この適正化というこ

とで、サービスが受けられなくなった人たちとい

うのがいるのかどうかと。今まで受けていた人た

ちで、適正化によって受けられなくなってしまっ

たということは、あるのかということなんですね。 

○高齢・介護福祉課長（仙名浩貴治）データ

がございませんので、確実な数字は申せませんけ

れども、数件はあったかと思います。数十件まで

はいってないと思っております。 

○委員（井上勝博）そのもし資料ができれば、

ちょっと具体的にわかる資料が欲しいなと思うん

ですね。というのは、これは介護保険制度という

のは、一体何なのかということなんですけれども。

介護保険制度というのは、もとは措置費でやって

いたもんを、保険料を払うことによって、サービ

スを受けることが誰でもできるようになるという

宣伝のもとでつくられたと。それが無尽蔵に、ど

んどんどんどんサービスが広がっていくのを抑制

するために認定制度というのがあって、この認定

制度で、まず、認定を受けなきゃいけないという

ハードルを跳ばなきゃいけない。この認定を受け

たとしても、今度はサービスを受けるのにサービ

スの負担をしなければいけない。どんなに所得が

少ない人でも、サービスの負担をしなきゃいけな

いというハードルを超えなきゃいけないという

ハードルがある。そうやって、みんなサービスを

ぎりぎり受けているわけですよね。 

 しかし、それにプラスアルファして適正化とい

う形で実際は認定され、そしてサービス料も払い

ますよというふうに言っているのに、適正化とい

う形で受けられなくなるということ。これが私は

やっぱり納得できない。本人が希望しているわけ

で、そういう認定がきちっとされている方が希望

されている方で、それを受けられないということ

については、やっぱり介護サービスを更にハード

ルを設けるというやり方になってしまっているん

じゃないかということをちょっと感じるわけなん

ですね。 

 やはりその適正化のデータというのが、できれ

ばつくっていただきたいなというふうに思います。 

○委員長（江口是彦）はい。意見としてとどめ

ておいてほしいと思います。 

 決算審査に関連して、あと御質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 次に、委員外議員、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。討論はあり

ませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）ただいま討論の声があり

ますので、これより討論を行います。 

 まず、本決算の認定に反対の討論はありません

か。 

○委員（井上勝博）アンケート調査などをいた

しますと、国民健康保険税が高いということや、

それから、やはり高齢者の方は介護保険料がきつ

いと。それもだんだんだんだん介護保険料が増え

ていくわけですね。３年ごとに増えていくわけで

すね。今やもう基準額が５，６００円になってい

るということの中で、一方では、また年金額その
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それでは、福祉課関係の決算の概要について、

部長の説明を求めます。 

ものも減らされるということで、踏んだり蹴った

りという状態になってきていると。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、同じく

決算附属書の８６ページをお開きいただきたいと

思います。 

 やはり介護保険料については、段階は９段階に

拡張されて、そして所得が少ない人には、それな

りのというお考えでやられていると思うんですが、

し か し 、 先 ほ ど 議 論 が あ っ た よ う に １ 万

５，０００円しか年金がないという方々、もしく

は無年金者も含めて介護保険料を普通徴収される

というような問題点。 

 生活保護制度におきましては、生活困窮者に対

します必要な保護と、自立の助長を行ってまいり

ました。３月時点での保護世帯数は７４２世帯、

保護率は９．９９パーミルでございます。 

 また、自立支援のために就労支援員を配置し、

被保護者に対し就労意欲を喚起しながらハロー

ワークにも動向するなど、各種指導を行ってきた

ところでございます。 

 それからサービスについても、この制度がどん

どんどんどん、このサービスを受けられにくくな

っているという現状。これは先ほどの議論の中だ

けではなく、いろんな器具の貸し付けなども制限

されたりして、借りられにくくなっているという

ようなことなども含めて、やはり介護保険制度の

方向性として、誰でも、所得が少ない人も必要な

サービスを受けられる制度にしていくべきであっ

て、ちょっと今の介護サービスは、そういう点か

ら逆の方向に向かっているのではないかというこ

とを指摘して反対の討論にしたいと思います。 

 ２の住宅手当緊急特別措置事業におきましては、

離職者であって、就労能力及び就労意欲のある方

のうち住宅を喪失している方、または喪失するお

それのある方に対しまして、賃貸住宅の家賃のた

めの住宅手当を支給したところでございます。 

 ３の行旅病人等取扱事務費につきましては、行

旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づく行旅死亡人

の対応を行ったところでございます。 ○委員長（江口是彦）次に、本決算の認定に賛

成の討論はありませんか。  以上、福祉課の主要施策の成果につきまして、

概要の説明を終わらせていただきますが、決算の

詳細につきましては、この後、福祉課長のほうで

御説明させていただきたいと思います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はつきたと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 以上でございます。  採決します。採決は起立により行います。本決

算を認定すべきものと認めることに賛成する委員

の起立を求めます。 

○委員長（江口是彦）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、福祉課分について、当局の補足説明

を求めます。 ［賛成者起立］ 

○委員長（江口是彦）起立多数であります。 ○福祉課長（坂元安夫）それでは、福祉課に係

る決算について御説明を申し上げます。  よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。  まず、歳出についてでございます。決算書の

１２９ページをお開きください。  以上で、高齢・介護福祉課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。  ３款１項１目社会福祉総務費のうち当課分の支

出済額は、４０万２，３９２円でございます。 ────────────── 

   △福祉課の審査  備考欄で、主なものを御説明申し上げます。 

○委員長（江口是彦）次は、福祉課の審査を行

います。 

 まず、事項、行旅病人等取扱事務費につきまし

ては、行旅死亡人２名に関わる葬儀の委託料が主

なものでございます。 ────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について

（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

 次に、事項、住宅手当緊急特別措置事業費は、

離職者で就労意欲がある者のうち、住宅を喪失し

ているもの、または喪失するおそれのある者を対

象として住宅手当を支給するとともに、住宅の確

保及び就労機会の確保に向けた支援を行うもので

○委員長（江口是彦）先ほど審査を一時中止し

ておりました議案第１１９号一般会計歳入歳出決

算を議題といたします。 
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あり、２人の方に住宅手当を支給したものでござ

います。 

 なお、１目社会福祉総務費の当課分の１節

５０万円以上の不用額はございません。 

 続きまして、決算書の１４５ページをお開きく

ださい。 

 ３款４項１目生活保護総務費の支出済額は、

１億４，６５５万３，２８８円でございます。 

 備考欄で主なものを御説明申し上げます。 

 まず、事項、生活保護管理運営費の主なものは、

嘱託医２人分の報酬、福祉課職員１４人分の給与

費、生活保護システムの保守業務委託、損害賠償

請求調停事件委託外１件の委託。ケースワーカー

として、社会福祉主事の資格認定を受けるための

１人分の講習会負担金、平成２３年度生活保護適

正実施推進事業の実績額に基づく国庫支出金等精

算返納金などが主なものでございます。 

 なお、先ほどの損害賠償請求調停事件に関する

委託につきましては、平成２４年１２月１９日に、

市内に居住されている６０歳代の御夫婦から調停

の申し立てが川内簡易裁判所になされたものでご

ざいます。 

 この調停の相手方が薩摩川内市長であり、その

調停に関する法律事務及び訴訟代理人を本市の顧

問弁護士である福元法律事務所の弁護士に委任し

たものでございます。 

 申し立ての内容は、生活保護申請を行ったが、

申請却下のサインをさせられた。がんのために二

度と入れない生命保険を解約させられたが主な争

点であり、このため５０万円の損害金を求めるも

のでございました。 

 本課といたしましては、今回、このケースにつ

きましては、当初から慎重な対応が必要である

ケースであるとの認識から、特に慎重に、かつ適

切な対応を行っており、本市には一切の非はない

もので、請求には一切応じられないとのことで臨

んだところでございまして、調停が２回開催され

まして、平成２５年２月２５日の２回目の調停で、

当初から本市が見込んでいたとおりの調整不成立

となり、結審となったものでございます。 

 次に、事項、自立支援プログラム策定実施推進

事業費の主なものは、被保護者の就労支援を行う

就労支援員と、子どもに係る相談を行う就労子育

て支援員２人分の報酬及び社会保険料等が主なも

のでございます。 

 次に、事項、生活保護適正実施推進事業費の主

なものは、診療報酬明細書点検業務嘱託員１名、

生活保護面接相談員２名、年金調査員１名の合計

４人分の報酬及び社会保険料、母子等社会福祉士

研修会負担金外２件の負担金などが主なものでご

ざいます。 

 続きまして、決算書の同じく１４５ページの

３款４項２目扶助費の支出済額は、１５億

６，９２５万７，７３２円でございます。 

 備考欄を御参照ください。 

 平成２５年３月現在の保護世帯は７４２世帯、

９８１人であり、保護率は９．９９パーミルとな

っております。昨年３月の１０．２５パーミルか

らは、若干、減少してございます。 

 なお、本市におきましては、おおむね１００人

に１人が、生活保護費の受給者となってございま

す。 

 扶助費の扶助別での支出の主なものは、生活扶

助費４億６，０４９万４６７円、住宅扶助費１億

４２１万４，８５３円、最も大きい医療扶助費

９億５，０８６万５，５７０円が主なものでござ

います。 

 なお、２目扶助費の１節５０万円以上の不用額

は、２０節扶助費の５５４万９，２６８円でござ

いまして、これにつきましては、扶助費の執行残

によるもので、医療扶助費等の執行が不確定なた

めに生じたものでございます。 

 続きまして、歳入について御説明申し上げます。 

 決算書の３９ページをお開きください。 

 １５款１項１目民生負担金、４節生活保護費負

担 金 の 収 入 済 額 は 、 １ ２ 億 ３ ， ３ ６ ０ 万

５，０００円でございます。保護費として支出し

た費用の４分の３を国から生活保護費負担金とし

て受け入れたものでございます。 

 次に、決算書の４１ページをお開きください。 

 １５款２項２目民生費補助金、４節生活保護費

補助金の生活保護適正実施推進事業費補助金の収

入済額は、１，１６９万３，０００円でございま

す。 

 生活保護の適正な運営を確保するために、診療

報酬明細書点検業務嘱託員や生活保護面接相談員

の経費及び生活保護関係職員の資質向上のための

研修等に係る経費について、補助率１００％分を
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 次に、平成２４年度において不実の申請、その

他不正な手段により保護を受ける。いわゆる不正

受給の返還を求めた現年度分の生活保護徴収金

８２万６，１４０円で、１１件のうち４件分の全

部または一部を徴収したものでございます。 

受け入れたものでございます。 

 次に、決算書の４９ページをお開きください。 

 １６款１項１目民生費負担金、４節生活保護費

負担金の収入済額は、２，５１３万５，２０５円

は、居住地がない。帰来場所がない。または明ら

かでない。例えば長期入院等により被保護者分に

ついては、本来、県が負担すべきものでございま

すが、県に代わり市が支弁した保護費、保護施設

事務費等の４分の１に相当する分について、県か

ら県の負担分を受け入れたものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 なお、質疑に対する数値的な答弁等につきまし

ては、グループ長を含めて答弁させていただくこ

とを御了解いただきたいと思います。 

 それでは、審査のほどよろしくお願い申し上げ

ます。  次に、同じく決算書４９ページの１６款２項

２目民生費補助金、１節社会福祉補助金の当課分

につきましては、住宅手当緊急特別措置事業補助

金３３万９，０００円でございます。 

○委員長（江口是彦）ここで休憩したいと思い

ます。 

再開は、おおむね午後１時といたします。 

 これにつきましては、離職者であって就労能力

及び就労意欲のある人で、住宅を喪失、または喪

失のおそれのある方に賃貸住宅の家賃額を支給し

たもので、この経費等について補助分を受け入れ

たものでございます。 

～～～～～～～～～～ 

午前１１時５７分休憩 

～～～～～～～～～～ 

午後 ０時５８分開議 

～～～～～～～～～～ 

○委員長（江口是彦）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、決算書の５１ページをお開きください。 

 １６款２項２目民生費補助金、４節生活保護費

補助金の生活保護受給者就労支援事業補助金

２０１万３，０００円は、生活保護受給者等の自

立に向けた就労支援のための就労支援員の雇用に

対する経費等について、補助分を受け入れたもの

でございます。 

 一般会計歳入歳出決算中、福祉課分について当

局の説明がありましたので、これより質疑を行い

ます。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）ちょっと先ほどの調停につ

いてですが、この調停については最初の説明の中

で、生活保護の申請をされてたんだけれども、申

請をしないというサインを書かせたとか何とかと

いう話で、相手方が訴えたという話ですが、それ

は事実かどうかということなんですが、それはど

うなんですか。 

 次に、決算書の６１ページをお開きください。 

 １６款３項２目民生費委託金、１節社会福祉委

託金の当課分は、行旅病人等取扱事務委託金の

５万６，１４６円でございます。 

 これにつきましては、行旅病人に要した経費に

ついて、県から補助分を受け入れたものでござい

ます。 

○福祉課長（坂元安夫）争点につきましては、

２点ほどございました。説明のとおりですけれど

も、申請を行ったけれども、申請却下のサインを

させられたということと、がんのために入ってい

た生命保険を解約させられたという大きな争点が

２点ございました。 

 次に、決算書の７５ページをお開きください。 

 ２１款５項４目雑入、１節雑入の当課分は、決

算書の８１ページになりますが、３，２６１万

９，１５９円でございます。 

 主なものは、平成２３年度以前の過年度分の生

活保護費返納金３１５万９，４０５円で、８２件

のうち１７件分の全部、または一部を徴収したも

のでございます。 

 それで、その申請却下のサインというのは御本

人の主張でございまして、確かに申請却下をして

るのがあるんです。ただし、これは却下してくれ

という本人の申し出に基づいてされておって、そ

の申請の段階から裁判の話も実はずっとされてお

ったんです。自分はこうなれば裁判をするんだぞ

ということも言っておられて、だからそういう部

 次 に 、 現 年 度 分 の 生 活 保 護 費 返 納 金

２，８６３万３，６１４円で、１５３件の全部ま

たは一部を徴収したものでございます。 
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分から慎重かつ適正にせないかんということで取

り組んだものです。 

 いずれにしましても、そういう部分が想定され

ておりましたので、適切に行ったというものでご

ざいます。 

○委員（井上勝博）申請を却下しますというサ

インということについては、ちょっと何かよくわ

からないんですけど、そんなサインをするんです

かね。申請をされたら、申請を受けるわけですよ

ね。それを却下する。１回申請されたものについ

て、本人が申請を取り消しをすると。取り消しの

要請があったと。申請があったというか、そうい

うことなんですか。 

○福祉課長（坂元安夫）申請をされて、実際、

調査に入りましたら、その生命保険も当然ながら、

高額医療費等にも該当するということがわかって

きたということ。それと、そういう高額療養費の

お金が返ってくるということもあって、結果、そ

ういうお金もあるということがわかったんです。

だから、そこの事実をきちっとわかってもらうた

めに、説明を繰り返している中で、じゃあ、それ

については了解したのでということで、申請は取

り下げますということに１回目はなったというこ

とでございます。 

○委員長（江口是彦）よろしいですか。ほかに。 

○委員（井上勝博）ちょっと、それ以上によく

わからないんですけど。この生活保護について、

やっぱり今、一番問題になるのが、車の保有とい

うのがひっかかって、どうしても車がなければ暮

らしができない。今やってる仕事もできなくなる

という、そういうことで申請を諦めるという方が

やっぱりいらっしゃるんですが、その生活保護を

受けている方で、今、車の保有を認めている方の

件数というのは、どのぐらいなんですか。 

○福祉課長（坂元安夫）１０名です、１０台と

いうことですね。 

○委員（井上勝博）車の保有について、これは

全国一律車の保有ということで、それはなかなか

厳しいわけですが、都会に住む人と、それからこ

ちらの鹿児島に住むという人たちでいうと、車の

保有という切実度がやっぱり違うと思うんですよ

ね。 

 都会に住んでいたら、かえって車を持っていれ

ば駐車場代はかかるし、保険は入らなきゃいけな

いしと、いろいろ大変になってくるから、私なん

かも車を持ってなくても、むしろ持ってないほう

が自由がきいたというのがあったわけですが、こ

ちらに帰ってくると、車を持たなければもう仕事

はできないし、収入の当てもなくなるということ

で、どうしてもこれは車を取らざるを得なかった

と。 

 だから生活保護を受ける方々についても、この

車の保有については、やっぱりどうしても必要だ

という方々というのは、いらっしゃると思うんで

すよね。そこら辺の解釈として、地理的に交通の

便が悪いということについては、もう極端にやっ

ぱり切実度というか、悪いわけですので、もう少

し車の保有については、緩和をする必要があるん

じゃないかというふうに思うんですね。 

 他市との関係でいっても、この車の保有１０台

というのは、台数というか、件数的にはどうなん

でしょうか。その辺の比較はしたことがあります

か。 

○福祉課長（坂元安夫）まず、他市の状況につ

いては、実はちょっと今、把握してございません

が、いずれにしましても、これは国の法定受託事

務でございますので、法あるいは実施要領に基づ

いて適切に実施するのが、それぞれの福祉事務所、

各実施機関でございますので、同様に行われると

いうふうに思っておりますので、数のばらつきが

あったにしても、同じ取り扱いをしてるというふ

うに思ってございます。 

○委員（井上勝博）他市等の調査もされて、や

っぱり交通の便の悪さというのは、もう極端に違

うという認識で、国の制度の適用にしても、それ

は解釈によってできるわけですので、そこら辺は

やっぱりよく、もう少し検討、調査していただき

たいな。他市の例との関係も比較していただきた

いなというふうに思うんですが、いかがでしょう。 

○福祉課長（坂元安夫）他市の状況につきまし

ては、ちょっと数字を申し上げませんでしたけれ

ども、ちなみに平成２３年度末の状況につきまし

ては、鹿屋市さんが、この時点で７台、霧島市さ

んが６台ということで、ちなみに阿久根市さんは

４台ということで聞いております。 

 それと解釈によってという部分につきましては、

拡大解釈せえという意味ではないとは思いますけ

れども、適切に実施するしかないというふうに考
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○福祉課長（坂元安夫）自主返納というのが、

こういう金が入ってくるかということでのことだ

と思うんですけれども、ほとんどこちらが事前に

調査して、押さえたものというのがほとんど。中

には多額なのがあっても、１年のうち数件でござ

います。 

えてございます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員（新原春二）１点だけ。雑入の関係で生

活保護の返納金が出てるんですが、現年度分

２，８６３万円何がしが出てるんですが、これは

自主返納なのか。調査をされて返還があったのか

どうか。ここの返還の中身について、ちょっと教

えてください。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○福祉課長（坂元安夫）基本的に返納金ですね。

返還金につきましては、保護費が過支給になって

る部分という、大きくは、そういうふうにお考え

いただければわかりやすいかと思います。支給し

た額より収入があったりだとか、年金の額が増え

たとかと、そういうものになってまいります。だ

から返していただくべきものであって、それを徴

収してるということであります。 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。よ

ろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 以上で、福祉課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 休憩します。しばらくお待ちください。 

～～～～～～～～～  大きく返納金と徴収金ということで、徴収金に

つきましては、いわゆる不正受給という部分がご

ざいます。大きく二つに分類されておりますので、

そういうことになっています。 

午後１時１０分休憩 

～～～～～～～～～ 

午後１時１１分開議 

～～～～～～～～～  この徴収については、非常に努力をするところ

であるわけですが、保護費そのものについては、

法の中でも制限が当然かかっておりますので、差

し押さえということの禁止がなされております。

これについては、受けたその金品については、権

利を差し押さえることができないというのが、ま

ずうたわれておりまして、徴収するにも最低生活

費の保護費から、ほとんどが分割になってくるわ

けですが、一部を返還してもらうという格好しか

できないもんですから、非常に苦労してるという

のが事実です。 

○委員長（江口是彦）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

────────────── 

   △子育て支援課の審査 

○委員長（江口是彦）次は、子育て支援課の審

査を行います。 

それでは、子育て支援課関係の決算の概要につ

いて、部長の説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、子育て

支援課の概要について御説明させていただきます。 

 できれば、例えば一時的にどんと大きなお金が、

年金の遡及だとかという場合は大きな金になって

まいりますので、その時点を早く押さえができる

かというのが一番のポイントになってまいります。

それを基本、調査も入っているんですが、本人の

申告が遅れたりすると、そういう部分が遅れたり

するのは、把握がずれてしまうということで、既

に消費してしまうというのが問題です。 

 決算附属書の８７ページからになります。 

 まず、１の女性・家庭児童相談事業でございま

すが、要保護女子のＤＶ相談や児童虐待など、家

庭養育における相談等に応じて、必要な指導、助

言を行ったところでございます。 

 ８８ページから８９ページになりますが、２の

子育てと仕事が両立できる環境づくりにおきまし

ては、多様化する保育ニーズに応えるために保育

園での延長保育、一時預かり保育事業等の推進、

ファミリー・サポート・センター事業等による保

育サービスの充実を図るとともに、親子で参加で

きる育児リフレッシュ事業を実施し、育児不安、

○委員（新原春二）わかりました。 

 ちなみに平成２４年度で自主返納というか、そ

ういうものはあったのかどうか、それだけ教えで

ください。 
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 歳入歳出決算書の１３９ページをお開きくださ

い。一番下のほうからになります。 

負担の解消を図ってきたところでございます。 

 次に、３の生活を支える子育て支援の充実にお

きましては、国の制度改正によります児童手当の

支給及びひとり親家庭等に児童扶養手当の支給を

行ったところでございまして、生活の安定及び児

童福祉の増進を図ってきたところでございます。 

 ３款民生費の３項１目児童福祉総務費でござい

ますが、支出済額は３億４,７０７万６,７０２円

で、繰越明許費９,３１９万６，０００円は、入来

保育所施設整備事業に係る補助金でございます。 

 事項、児童福祉管理運営費の主なものは、育児

支援・相談業務嘱託員３名、それからファミリー

サポートセンター業務嘱託員１名、保育料徴収対

策推進員２７名と職員８人分の人件費。 

 次に、９１ページでございますが、４の学童保

育の充実におきましては、市内１５カ所の児童ク

ラブの運営に関する補助を行うとともに、緊急雇

用創出事業臨時特例基金事業を利用しまして、指

導員の育成を進めたところでございます。  開けていただきまして、上から二つ飛びます。

地域子育て支援センター、病児・病後児保育、育

児リフレッシュ事業等の委託料。それから、一つ

飛びまして、延長保育、一時預かり、保育所地域

活動。それから、障害児保育事業等の特別保育対

策事業補助金や国庫支出金等精算返納金が主なも

のでございます。 

 ５の保育所の運営では、市内に２７カ所の私立

の保育園と、２カ所の認定こども園及び里地域の

へき地保育所があるところでございますが、これ

らの乳幼児等の保育を行い、児童福祉の増進を図

ってきたところでございます。 

 また、保育施設のなかった下甑地域に、閉校と

なった青瀬小学校を利用して、へき地保育所の整

備を行っておりまして、保育環境の改善を図った

ところでございます。 

 次の事項、児童福祉施設整備費は、債務負担行

為分でございます。あさひ保育園に対する補助金

で、平成２５年度までの期間、補助を継続してい

るところでございます。  なお、本年４月１日に開所、運営してるところ

でございます。  それから、事項、女性・家庭児童相談費は、女

性・家庭生活支援相談員３名に係る人件費ほか、

婦人相談、児童相談管理システムの保守委託料が

主なものでございます。 

 次に、９２ページでございますが、６のひとり

親家庭等の生活の安定と向上では、母子・父子家

庭などのひとり親家庭等への医療費を助成すると

ともに、母子家庭への自立促進のための能力開発、

あるいは資格取得を支援し、９３ページでござい

ますが、７の子どもの健康と福祉の充実におきま

しては、中学校修了までの児童を対象に、医療費

の全額助成を行ったところでございます。 

 事項、子ども手当事務費は、開けていただきま

して、次の１４３ページ、上からでございます。 

 職員１名分の人件費と、新児童手当システム改

修業務委託、それから国庫支出金等精算返納金等

が主なものでございます。 

 次の２目になります児童措置費。支出済額は

２２億７,６４１万５９７円でございます。児童手

当、児童扶養手当、それから旧子ども手当の各手

当のほか、事項、母子生活支援施設措置費の扶助

費と国庫支出金等精算返納金でございます。 

 以上、子育て支援課の主要施策の成果について、

概要の説明を終わらせていただきますが、詳細に

つきましては、この後、子育て支援課長のほうで

御説明させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 次は、３目児童館費でございます。支出済額は

９,１１７万６,０３０円。内容は、里きらきら児

童クラブ・フェンス工事外２件の工事請負費のほ

か、１５の放課後児童クラブに対する運営費補助

金等でございます。 

────────────── 

   △議案第１１９号 決算の認定について

（平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳

出決算） 

○委員長（江口是彦）引き続き、一般会計歳入

歳出決算中、子育て支援課分について、当局の補

足説明を求めます。  次 の ４ 目 保 育 園 費 、 支 出 済 額 は ２ ３ 億

２,１３５万９,０８７円で、内容は、まず、甑地

域のへき地保育所で、ことし４月、旧青瀬小学校

跡に開園いたしました下甑保育園の設計業務、工

○子育て支援課長（吉川真一）それでは、子育

て支援課の平成２４年度決算について、まず、歳

出から御説明いたします。 
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事請負の改修経費や初度備品購入費とその他里保

育園の指定管理委託料。そして、本土地域の私立

保育園と認定こども園の運営費として支払います

扶助費。それと保育料の過年度還付金でございま

す。 

 次は、開けていただき、１４５ページでござい

ます。 

 １４５ページの５目母子福祉費で、支出済額

７,５８３万２０６円でございます。 

 事項、母子福祉対策事業費は、ひとり親家庭等

医療費助成及び母子家庭自立支援給付金の扶助費

のほか、母子寡婦福祉会の運営費補助金等でござ

います。 

 次は、１４７ページをお開きください。 

 １４７ページ中ほどの４款衛生費、１項１目保

健衛生総務費のうち子育て支援課分は、１枚開け

ていただきまして、１５０ページの備考欄になり

ます。 

 １５０ページの最初の丸印、事項、子ども医療

費助成費で、支出済額は３億３ ,１２２万

７,３８０円でございます。 

 内容は、審査集計機関への審査手数料、医療機

関への助成事業報告事務手数料、そして医療費助

成の扶助費が主なものでございます。 

 次は、大きく飛びまして、１６３ページをお開

きください。下のほうになります。 

 ５款労働費、１項１目労働諸費のうち、子育て

支 援 課 分 は １ 枚 開 け て い た だ き ま し て 、

１６６ページの備考欄になります。 

 備考欄の最初の丸印、事項、緊急雇用創出事業

臨時特例基金事業費のうち、二つ目の米印の子育

て 支 援 課 分 で ご ざ い ま す が 、 支 出 済 額 は

２,０６９万７８７円でございます。 

 県の基金を活用した地域人材育成事業により、

放課後児童クラブの指導員育成を行ったもので、

１２名の新規雇用を行い、うち１１名が児童厚生

２級指導員資格を取得されました。 

 以上、歳出でございます。 

 引き続き、歳入について説明いたしますので、

決算書は戻っていただきまして、１９ページをお

開きください。 

 １３款分担金及び負担金の２項１目民生費負担

金からでございます。 

 ３節児童福祉費負担金でございますが、内容は

備考欄記載のとおり、保育所の運営費負担金。い

わゆる保育料が主で、その他、子育て支援短期入

所や児童クラブ利用者の負担金でございます。 

 不納欠損の２０５万３,２００円は、平成９年度

から平成１９年度の保育料滞納分につきまして、

消滅時効により２２件、２７人分を処理いたした

ものであります。 

 また、収入未済は私立保育園の保育料で

２，１６７万５，９２０円、この内訳は平成

２４年度の現年分が５９３万８，０９０円。それ

から同じく過年度分が１，５７３万７，８３０円

となっております。 

 次は、１４款使用料及び手数料でございますが、

決算書は３５ページをお開きください。 

 ２項手数料の２目民生手数料、１節民生手数料

は、児童手当受給証明手数料でございます。 

 次の２節督促手数料、保育料滞納分に係るもの

で、不納欠損額７，９００円は、平成１７年度か

ら平成１９年度の１５人分について、保育料と併

せて処理いたしましたものでございます。収入未

済額は１３万５,４００円でございます。 

 次に、３７ページをお開きください。一番下で

ございます。 

 １５款国庫支出金、１項１目民生費負担金でご

ざいます。 

 子育て支援課分は１枚開けていただきまして、

３９ページ、３節児童福祉費負担金のうち、備考

欄二つ目の米印になります。児童扶養手当、保育

所運営費、子ども手当等の国庫負担金でございま

す。 

 次はこのページの１番下、２項国庫補助金でご

ざいますが、子育て支援課分は１枚開けていただ

きまして、４１ページ中ほどの２目民生費補助金、

１節社会福祉費補助金のうち備考欄二つ目の米印、

児童福祉事業対策費等補助金で、女性相談員の人

件費等に対する補助でございます。 

 次の３節児童福祉費補助金は、母子家庭の自立

を支援する教育訓練給付金に対する補助金と、子

育て支援センター５カ所の運営、それから里のへ

き地保育所事業等に対する子育て支援金でござい

ます。 

 次は、飛んで、決算書４７ページをお開きくだ

さい。 

中ほどより少し下の１６款県支出金１項１目民
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 総額、当初１,２６２万５，０００円、４９５件

の過払いでございました。これにつきまして発生

後、直ちに回収に当たり、本年５月３１日、出納

閉鎖、決算時点までに１,１３６万１，０００円、

４５６件を回収いたしまして、残りが１２６万

４，０００円、３９件となったところでございま

す。 

生費負担金でございます。節は３節児童福祉費負

担金で、子育て支援課分は備考欄二つ目の米印、

保育所運営費、子ども手当等の県負担金でござい

ます。 

 次は、１枚開けていただき、４９ページ、２項

県補助金、１番下の２目民生費補助金でございま

す。 

 ６月以降も引き続き、電話、臨戸による催告を

行い、現在まで１５万１，０００円、分納中を含

みまして７件を回収いたしました。残りは金額で

８．８％の１１１万３，０００円、件数で７．

１％の３５件となったところでございます。これ

ら３５名の方々に対しては、９月末から文書を発

送して、改めて返納をお願いしているところで、

今後、状況を見ながら、個別に臨戸や電話での催

告を行い、引き続き回収に努めてまいりたいと思

っております。 

 子育て支援課分は、開けていただきまして、

５１ページ中ほどの３節児童福祉費補助金で、ひ

とり親家庭医療費助成、児童クラブ運営に係る放

課後児童健全育成事業や、延長保育、休日保育、

病児病後児保育に係る保育対策等促進事業補助金

でございます。 

 収入未済額６,２１３万１,０００円は、入来保

育所施設整備事業に対する県補助金で、事業繰り

越しに伴うものであります。 

次は、一番下の３目衛生費補助金、１節保健衛

生費補助金でございます。  以上で、歳入歳出決算書、子育て支援課分の説

明を終わります。よろしく御審査賜りますようお

願い申し上げます。 

 子育て支援課分は、次の５３ページ、備考欄、

この節の最後になります米印、子育て支援課分、

乳幼児医療費補助金でございます。 ○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたので、これより質疑を行います。御質疑

願います。 

 次は、飛んで、５９ページをお開きください。 

 ３項県委託金で、子育て支援課分は、１枚開け

ていただき、６１ページ中ほどの２目民生費委託

金、１節社会福祉費委託金のうち備考欄三つ目の

米印になります。権限移譲事務委託金で、母子寡

婦資金貸付事務に対するものでございます。 

○委員（井上勝博）ひとり親家庭の医療費の助

成なんですが、現状では中学校卒業まで無料化で、

自動償還払いということになっていて、ひとり親

家庭の場合は、一々申請しなくちゃいけないとい

う面で、ひとり親家庭が、逆にあんまりメリット

が感じられないというか、そういうことになって

いるんじゃないかと思うんですよね。その辺につ

いては、このひとり親家庭の医療費助成のメリッ

トというのは、どういうふうに考えられるのかと

いうことなんですが、どうなんでしょうか。 

 次は、また大きく飛んで、７５ページになりま

す。 

 ２１款諸収入の５項４目１節雑入でございます。

子育て支援課分は、また飛んでいただきまして、

８４ページに出てまいります。 

 ８４ページの備考欄二つ目の米印で、児童扶養

手当返納金は、平成２２・２３年度の過払い２名

分、ひとり親家庭等医療費助成返納金は同じく平

成２３年度の過払１名分でございます。 

○子育て支援課長（吉川真一）ひとり親家庭の

医療費の申請手続にいたしましても、実際の対象

者の方の申請については、医療機関の窓口ででき

ますので、実質的な手間にはさほどなってないと

我々は認識しておりますが、医療費の払い戻しに

つきましては、もうこちらのほうで医療機関と連

携しまして償還いたしておる状況であります。 

 以上、歳入でございます。 

 平成２４年度の決算につきましては、監査委員

からも意見書で御指摘をいただいておりますとお

り、昨年６月に子ども手当の重複払いが発生し、

市民の皆様には大変御迷惑をおかけいたしまして、

改めておわび申し上げます。 

○委員（井上勝博）ひとり親家庭の医療費につ

いては、これではなくて、今の普通の中学校卒業

までの医療費を自動償還払いにしてほしいという

ことはできないわけですよね。もうひとり親家庭

 最後に、この過払い金の回収状況等について御

報告申し上げます。 
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 以上です。 であれば、その制度を使わなきゃいけないという

ことになってるわけですよね。 ○委員（井上勝博）そういう努力をされている

ことには、敬意を表したいと思います。  だからそういうことでは、これは一般質問で取

り上げて、この人たちは逆にあんまりメリットが

あるような感じになってない。県にやっぱり要請

してほしいということを言ってきたわけですけれ

ども。今、お話をお聞きしても、やっぱり申請せ

ないかんわけでしょう。自動償還払いの場合は

１回申請すれば、後で自動で口座に入ってくるわ

けですから、負担はそんなに重くはないというん

ではなくて、一般家庭と比べてひとり親家庭のほ

うが、本当ならば軽くならなきゃいけないのに、

軽くなってないということを問題にしてるわけで

すよね。 

 それから、児童クラブについてなんですけれど

も、児童クラブの必要性というのが、そういう需

要があったがために、また、それに力を入れてき

たがために、急速に児童クラブがつくられたりし

てきているわけですが、今後の見通しという点で

は、もっと求められているところ、例えば入来地

域というのは、現在、児童クラブはないんじゃな

いかと思うんですが、今後の設置というか、そう

いう見通しというのはどうなんでしょうか。 

○子育て支援課長（吉川真一）現在のところ動

きがあるのは、下甑地域のほうに幼稚園のいろん

な今後の動きに伴って、検討したいという方がい

らっしゃるという話は聞いておりますが、まだ具

体的な計画としては今のところ、今後の設置予定

等はございません。 

 その点について、県に要請するしかないという

ことなのか、市としても何とかそういう方々の負

担を軽くする方法がないのかどうか、御検討いた

だくことができないのかと思いますが。 

○子育て支援課長（吉川真一）手続きの流れに

つきまして、代理のほうから説明いたします。 

 委員がおっしゃいますとおり入来地区とか、な

い地域につきましては、今後の検討課題というふ

うに捉えております。 ○課長代理（西田光寛）今、委員の御指摘のあ

ったとおり、数年前まではひとり親家庭医療の申

請方法につきましては、医療機関で証明してもら

ったのを市の窓口のほうに持ってきていただくと

いう手間が生じておりました。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員（中島由美子）この保育料の不納欠損と

か収入未済がやはり結構大きい気がするんですが、

なかなか回収はできないものなのかどうかという

点についてと見通しですね。その辺を１点。 

 ここは、いろいろ各議員の方々からも要望等も

いただいておりまして、数年前から県のほうと独

自に薩摩川内市がちょっと調整をしまして、申請

方法というのは県のほうが譲れないということで

したけれども、その申請を病院の窓口でしていた

だくと。簡易な申請手続をしていただくというこ

とで、市の窓口に１回１回来ていただくことは、

それを省くようなシステムを県と市内の医療機関

と調整をしまして、現在のところは病院にかから

れても、病院の窓口で申請書を１枚書いていただ

ければ、データにつきましては医療機関を通じて

市のほうに来ると。乳幼児の方々と同じような自

動償還払いに近い形で、本市は処理を行っている

ところです。 

 それから保育園の中で、休日保育は水引地域だ

けなんですが、このあたりの需要というのは、ほ

かの地域にはないのかどうか。その点、ちょっと

教えてください。 

○子育て支援課長（吉川真一）保育料の未収額

とか不納欠損とかいったことで、現状ということ

でございますが、保育料の未収額に関しましては、

前年度と比較して約３５０万円程度の未収額の減

となった決算でありまして、収納の推進というこ

とで、平成２０年度から各保育園に推進員として、

ほとんど園長さん方でございますが、収納のほう

をお手伝いいただいております。そういったこと

の効果ということと、児童手当の受給者に対しま

しては、これを窓口払いとして児童手当のほうか

ら、未払い分に当てていただくといったようなお

願いをしたりして、収納に努めているところでご

 これにつきましては、県内では薩摩川内市だけ

です。ほかの自治体はやっておりませんので、本

市だけが独自に国保連合会、県と協議をして、そ

ういうシステムをつくったというとこでございま

す。 
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ざいます。 

 それから休日保育のことに関しましては、保育

グループ長が答弁いたします。 

○保育グループ長（石走利和）休日保育につい

て御説明します。 

 ８年ぐらい前までは旧川内でも、西方にある西

風園さんと、今ある水引保育園と２カ所ございま

した。ただ、需要がないということで、西風園の

ほうがもう撤退になりまして、今、水引保育園が

１カ所であります。 

 昨年の実績でいいますと、開設日が５８日あり

ます。そのうち利用者は１６１名で、実際、１日

当たりの平均は２．７名ということで、需要自体

もですけども、ほかのところからの要望とか、そ

ういう話は今のところ受けていないところであり

ます。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）よろしいですか。 

○委員（井上勝博）これも本会議で取り上げて、

保育園についての御飯のことですよね。３歳未満

と３歳以上については扱いが違うということで、

その点について市長は、よく検討というような答

弁だったかなと思うんですけれども、その後、何

か検討されていることがあれば、お知らせいただ

きたいと思います。 

○子育て支援課長（吉川真一）その後、検討と

いうか、アンケートを各保育園に対して実施いた

しました。 

 その結果を見たところ、やはり施設設備のこと、

それから人的な体制のことなどから、一概にどこ

の施設もということでは、半々というか、どちら

かというと、その必要性はどうかといった疑問符

のついたお答えが多かったところでございますが、

今後、保育園のほうとも実情をいろいろお聞きし

ながら、調査しながら、検討してまいりたいと考

えております。 

○委員（井上勝博）保育園にしては、やっぱり

施設を新たにどうするかという問題か出てきます

が、やっぱりそれは市がそれをどうするか。補助

するのかどうかということに、かかってくるのか

なという気がするんですよね。施設側としては、

できるだけ負担を軽くしたいという思いというの

は、あることはあると思うんですよね。やっぱり

今でも大変だと。更にそういう余計な仕事という

ふうに考える人もおるかもしれません。 

 しかし、子どもにとってみれば、そういういろ

んな大人の都合によって、御飯を家から持って来

る、来ないというふうになってしまうというのは、

もう子どもから見ればおかしいということになっ

てくるわけですよね。 

 だから、例えばこういう施設整備、人的体制、

こういうものに、市として何らかの支援をすると

いうふうにしていけば、またアンケート結果も違

うんじゃないかと思うんですが、それはどうでし

ょうかね。 

○子育て支援課長（吉川真一）確かに財源的な

ものもあろうかとは考えておりますが、もう一つ

意見として幾つか出てきてましたのが、食育の面

で主食、御飯まで保育園のほうでやってしまうこ

とがいかがかと。やっぱり子どもの食事について

は、一定の親の手をかけるのも必要なのではない

かといったような意見もございました。 

 代理のほうに答弁させます。 

○課長代理（西田光寛）御飯を持たせることで、

御飯を毎朝炊かれると、お母さんが。それによっ

て朝御飯をやはりその子どもに食べさせて、出て

こらせるという保健師さんからの意見もあったと

いうことは、ちょっと知っておいていただきたい

というふうに思います。 

○委員（井上勝博）いや、それはちょっと。じ

ゃあ３歳未満の子どもたちも同じじゃないかとい

うことになってくるわけで、それはちょっと理屈

が合わないんじゃないかなと、そのおっしゃって

ることは。 

○委員長（江口是彦）井上委員、じゃあ意見、

要望等としてまとめて御発言ください。もう質疑

は終えて。意見としてよろしいですよ。 

○委員（井上勝博）やっぱり子どもの視点に立

つということだと思うんですね。食育ということ

を社会的にやっぱり食育の教育を進めていくとい

うことによって、子どもの好き嫌いをなくしてい

ったりということを、家庭の事情があるなしに関

わらず、それを進めていく社会のあり方、責任と

いうのがあるんじゃないかというふうに思います。

意見として申し上げたいと思います。 

○委員（永山伸一）子ども手当、誰も言いませ

んから私が言います。 

 重複払い、一般的にはあり得ない事象ですよね。
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これはいろいろ制度が二転三転する中で、やむを

得ず生じた事案なのか。それとも一担当の個人的

ミスなのか。そこら辺の経過をしっかりと教えて

いただけませんか。それからの話。 

○子育て支援課長（吉川真一）経過につきまし

ては、制度的には去年の４月から、子ども手当が

児童手当になりました。その他のことも含めまし

て、内部的に電算のシステムの全庁的な移行が行

われておりまして、その新しいシステムでの対応

が去年の４月からだったんですよね。実質的な定

時払いの支払いが６月が初めてだったということ

で、それまでのシステムの操作の仕方と若干変わ

った点があったと。そこら辺の引き継ぎがうまく、

情報政策課のほうも含めまして、いってなかった

と。システムのオペレート、操作の仕方の面での

ミスがあったということによる重複払いでござい

ます。 

○委員（永山伸一）わかりました。電算システ

ムの件も絡むということですね。ただ、国のほう

も、自治体のそういった細かい部分も含めて制度

設計をしていくわけですので、普通はあり得ませ

んよね。こういうミスは。だから、今後こういう

ことがないように、十分注意していただきたいと

いうことをこれは意見として申し上げておきます。 

 それでこれは終わりますが、もう１件、よろし

いですか。児童扶養手当です。 

 児童扶養手当の結局、うちにはないと思うんで

すが、児童扶養手当については事実婚でありなが

らも受給されている方があるという。これは一般

的なこととしてよく言われます。薩摩川内市は、

そういった児童扶養手当受給者に対する実態調査

というのはなさっているんですか。 

○子育て支援課長（吉川真一）育成支援グルー

プ長のほうでお答えいたします。 

○育成支援グループ長（内村初男）お答えい

たします。薩摩川内市のほうでは、やはり事実婚

ではないかというような近隣からの電話があった

り、そういった声が来ます。その際には、その

方々に直接電話を入れまして、ちょっと事情を確

認したいんですがということでお越しいただいて、

実際のところどうなんですかというお話をしてお

ります。 

 今のところ事実婚であるというようなことはな

いんですが、若干、弟さんであったりとか、そう

いった方々が様子を見に来られるというようなこ

とで受けております。その後の実際、該当者に対

しての調査は行ってはおりません。 

○委員（永山伸一）はい、わかりました。ただ、

今聞けばそういう通報があった場合に本人を呼び

出して、事実関係を確認すると。当然、そういっ

た場合に本人さんが、いや、事実婚でありますよ

なんていう人はいないわけですので、他の自治体

ではやはりＧメン的な形で、実調に職員が出向く

のが、いろいろテレビなんかで紹介があったんで

すけれども、やはりそういった取り組みも必要で

はないかと思うんですが。というのは、児童扶養

手当の場合は４億９，０００万円の中で３億

３，０００万円、市費を投じているわけで、私も

このまちにはないと信じたいんですけれども、聞

くんですね。いけんじゃっとよ、あそこはって。

そこら辺、やはり実態調査が必要なのではないか

なという通報があった場合ですよ。ケースについ

ては実態調査が必要でないかなと強く感じてるん

ですが、そこら辺、今一度、答弁があればお願い

します。 

○子育て支援課長（吉川真一）先ほどの答弁で、

そういった情報があったら来ていただいて、お話

をお伺いすると。委員がおっしゃるとおり、その

場で、そうですって答えが出てくるかどうかは甚

だ疑問です。ケースによっては、その話の内容に

よっては、その後、実態を調査しに行っておりま

す。当然、ケースの内容次第で、必要に応じて対

応しているといった状況でございます。 

○委員（永山伸一）要望にします。難しいケー

スと思うんですけども、やはりそういったことを

今後も引き続き、実態の確認に努めていただくよ

う要望しておきます。 

 以上です。 

○委員（新原春二）１点だけ、放課後児童クラ

ブの運営の関係なんですが、年度当初で登録数が

わかって、運営補助金を出されるわけですね。こ

こに人数等、細かに出てますけども。当初登録さ

れた数から、だんだん月を経るに従って、減って

くるケースがあるというふうに聞いているんです

よ。登録人数がどんどん減ってくると。時期にも

よるんでしょうけども、こんな人数が増減したと

きの補助金の関係は、もう当初登録で決まるのか、

途中、漸次で変更されていくのか、その辺はどん
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な感じですか。 

○子育て支援課長（吉川真一）保育グループ長

がお答えいたします。 

○保育グループ長（石走利和）児童クラブの運

営補助金の出し方というのが、薩摩川内市の場合

は、毎月第３水曜日に来ている児童の年間の平均

児童数で割るという形になっております。なので、

登録人数よりも、やっぱり習い事とかして、年度

の後半になると来なくなった児童なんかもいらっ

しゃるんですけれども、補正の段階でもちゃんと

確認をした上で、その年間の統計をとった上で出

しておりますので、当初から変更するということ

は余りないのが実情です。当初の段階で、年間の

平均を想定して出してもらっています。 

 以上です。 

○委員（新原春二）ぜひそうしていただきたい

んですが、やっぱり受け入れをされる部分は、そ

れなりに年間通して運営経費の見積もりをされて

しますので、あんまり増減があったりすれば別で

すけども、やっぱり運営を考えれば、細かくされ

ていることについては大変評価をしますけども。

できるだけそういうようなもので、運営に対する

支障がないような取り扱いを、ぜひ、していただ

きたい。これは要望にしておきます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（帯田裕達）１点だけ。８７ページの女

性保護事業と家庭児童相談事業で、相談を受けて

必要な指導・助言を行うとありますが、これにつ

いてもうちょっと詳しく教えていただきたい。 

 そのケアの仕方とか、どこかの課につなぐとか、

医療相談とかいっぱいあると思うんですが、その

窓口だけでもう終わってしまうのか。その後のケ

アも必要なときもあると思いますが、その辺はど

うなさっているのか。 

○子育て支援課長代理（西田光寛）相談業務

には、主に児童養護のほうと、女性・家庭のほう

と２種類ございます。 

 児童のほうにつきましては、児童の虐待通報か

ら不登校相談とか、そういう相談事が非常に多い

です。児童虐待の場合は緊急性がある場合は、警

察署と児童相談所等と連携しながら、個別に対応

を行っているところでございます。 

 不登校事案等につきましては、学校とか地域の

児童・民生委員、そちらの方等と連携をとりなが

ら、処理を行っているところでございます。 

 また、女性・家庭等の相談におきましては、女

性等につきましては、最近、ＤＶ事案等、こうい

う相談業務が非常に多くなっているんですけども、

これにつきましては、もちろん警察署及び県の女

性センターですね。そちらのほうと連携をとって

処理を行っているところです。 

 また、本年４月から薩摩川内市には、配偶者暴

力相談支援センターというのを設けまして、これ

に基づきまして、庁内の関係各課を寄せ集めて庁

内連携会議というのを行って、そういう事案等が

起きた場合には、各課連携を行っているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）よろしいでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はつきたと認めます。 

 以上で、議案第１１９号決算の認定について、

平成２４年度薩摩川内市一般会計歳入歳出決算の

うち、本委員会付託分の質疑は全て終了いたしま

したので、これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）ただいま討論の声があり

ますので、これより討論を行います。 

 まず、本決算の認定に反対の討論はありません

か。 

○委員（井上勝博）本決算については、予算の

ときの討論の中でも言いましたが、最大の問題は、

やはり国保の負担を軽くするために、現在、２億

５，０００万円の一般会計からの繰り入れを行っ

ておりますけれども、それでも県内で一番高いと。

これは４人家族、２００万円世帯というモデル世

帯を設定して計算したものですけれども、そうい

うことになっております。 

 やはり病気になったときに、一番頼らなければ

いけない医療機関に、安心してかかれるようにし

ていくためにも、現在、滞納者がたくさんいらっ

しゃいますけれども、この滞納者をやっぱり少な

くしていく。そのためにも高過ぎる国保税ですね。
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これはもう本当に高い。もう悲鳴が上がるような

状態です。そういう点で、更に苦しい財政の中で

はありますけれども、一般会計からの繰り入れを

求めて、それがまだ十分でないという点で反対し

たいと思います。 

○委員長（江口是彦）次に、本決算の認定に賛

成の討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はつきたと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 採決します。採決は起立により行います。本決

算を認定すべきものと認めることに賛成する委員

の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○委員長（江口是彦）起立多数であります。 

 よって、本決算は認定すべきものと決定しまし

た。 

 以上で、本委員会付託分の審査を全て終わりま

す。 

 当局の皆さん、また、監査委員お二人の皆さん、

２日間、大変御苦労さまでした。ありがとうござ

いました。では、退席をお願いいたします。 

────────────── 

   △委員会報告の取扱い 

○委員長（江口是彦）以上で、日程の全てを終

わりましたので、市民福祉委員会を閉会したいと

思いますが、委員会報告の取りまとめについては、

正副委員長に御一任いただくことに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ありませんので、

そのように進めさせていただきます。 

 ここで協議会に切り替えます。しばらくお時間

をください。 

～～～～～～～～～ 

午後１時５９分休憩 

～～～～～～～～～ 

午後２時００分開議 

～～～～～～～～～ 

○委員長（江口是彦）ここで、本会議に戻しま

す。 

────────────── 

   △閉会中の継続調査及び現地視察 

○委員長（江口是彦）それでは、閉会中の現地

視察の実施について申し上げます。 

 きのうの委員会で当局から報告のあった汚泥再

生処理センターの関係について、また、最終処分

場について、閉会中に現地視察を実施したいと考

えておりますが、日程及び調査内容については、

調整が必要になりますので、正副委員長に御一任

いただきたいと考えております。 

 ついては、閉会中の継続調査及び現地視察につ

いて、一括してお諮りします。 

 閉会中の継続調査については、お手元に配付の

とおり議長に申し出ることとし、また、現地視察

については、その委員派遣の手続を正副委員長に

御一任いただきたいと思いますが、そのように取

り扱うことに御異議ありませんか。（資料は巻末

に添付） 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ありませんので、

そのように取り扱います。 

────────────── 

   △閉  会 

○委員長（江口是彦）本日の委員会は、以上を

もって閉会したいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。 

 よって、本日の委員会は以上をもって閉会いた

します。 

 委員の皆さんは、２日間にわたる審査、大変お

疲れさまでした。 
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【巻末資料】 

 

閉会中の継続調査について 



○閉会中の継続調査 

（調査事項） 

１ 戸籍及び住民記録等に係る諸証明について 

２ 健康増進について 

３ 地域医療について 

４ 環境保全について 

５ 廃棄物対策について 

６ 産業廃棄物管理型最終処分場について 

７ 社会福祉事業について 

８ 障害者支援について 

９ 高齢者支援について 

１０ 子育て支援について 

１１ 国民健康保険について 

１２ 介護保険について 
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